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姫路市ウォーカブル推進計画
－街に選択多様性をつくり、豊かな生活シーンを生む－

姫路市



理想のシーン１：大手前通りエリア　
理想のシーン２：中ノ門筋エリア
理想のシーン３：駅西エリア
理想のシーン４：住宅系エリア

２−１　背景
１）　世界の動向（SDGs）
２）　世界の動向（コペンハーゲン・パリ）
３）　日本の動向（ウォーカブルの推進）
４）　日本の動向（コロナの影響）
５）　姫路市の状況（多様な公共空間）
６）　姫路市の状況（「道」の歴史）
７）　姫路市の状況（歴史的な道への整備）
８）　姫路市の状況（まちなか居住）
９）　政策的効果（長期的な効果）
��）　政策的効果（多様な効果）
２−２　目的
１）「心も身体も毎日充実した生活」を営むこと
２） 将来的に目指す姿
３）目指す姿を実現するための３つの STEP
４）目指す姿を実現するための５つの切り口
２−３　位置付け
１）多分野に渡って政策効果を発揮する計画

３−１　課題
１）「魅力的な目的地」としての課題
２）「快適な歩行環境」としての課題
３）「偶然の出会い」としての課題
３−２　潜在力
１）「魅力的な目的地」としての潜在力
２）「快適な歩行環境」としての潜在力
３）「偶然の出会い」としての潜在力
３−３　課題と潜在力の整理　

４−１　第４章の構成
４−２　推進区域 / 重点区域 / 検証区域の考え方
１）　３つの区域と、３つの時間軸で段階的に
　　　ウォーカブルな環境づくりを推進していく
４−３　推進区域（長期）の考え方
１）ウォーカブルな環境を推進する �� の区域設定
２）推進区域の目指す姿
４−４　重点区域（中期）の考え方
１）中心部における重点区域の選定
２）展開場所の特徴
４−５　検証区域（短期）の考え方
１）姫路の街の特徴を反映するエリアでの検証
２）大手前通りエリア
３）中ノ門筋エリア
４）駅西エリア　

５−１　ウォーカブルな環境づくりのためのアクション
１）ウォーカブルな環境づくりに資する様々な取組み
２）取組み例１　大手前通り　活用チャレンジ「ミチミチ」
３）取組み例２　歩行者利便増進道路制度
４）取組み例３　健康ポイント制度の創設
５−２　計画推進のためのプログラム
１）ウォーカブル環境促進プログラムの位置付け
２）ウォーカブル環境促進プログラムの概要
３）ウォーカブルな環境をつくるアプローチ
４）促進すべき区域の明確化
５）持続可能な運用体制
６）運用に向けた体制づくり
７）合意形成の単位を最適化する
８）取組みの進め方と目指すシーン
９）居心地の良さにつながる空間デザインの要素
５−３　プログラムを進める上での課題　　
１）道路の利活用における課題
５−４　実現への戦略的な道筋
１）３段階のスケジュール

第１章　理想のシーン

第２章　背景と目的

第３章　課題と潜在力

第４章　実施方針

第５章　実現への道筋

目次



第１章　理想のシーン

第２章　背景と目的

第３章　課題と潜在力

第４章　実施方針

１魅力的な目的地

１ 課題 １ 潜在力 ２ 課題 ２ 潜在力 ３ 課題 ３ 潜在力

第５章　実現への道筋
交通制御

計画推進のためのプログラムにおける仕組みづくり

短期：検証区域（狭域）

沿道活用 プラスα

２快適な歩行環境 ３偶然の出会い

検証区域をモデルにウォーカブル
な環境づくりに資する社会実験を
行い、重点区域で展開するための
仕組みを構築します

短期の取組み成果をもとに、重点
区域へ取組みを展開し、実施範囲
を拡大します

推進区域全域に取組みを拡大し、
ウォーカブルな環境づくりを通し
て豊かな生活シーンを実現します

中期：重点区域（中域） 長期：推進区域（広域）

大手前通りエリア 駅西エリア中ノ門筋エリア 住宅系エリア

本計画の構成



理想のシーン１：大手前通りエリア

理想のシーン２：中ノ門筋エリア　

理想のシーン３：駅西エリア

理想のシーン４：住宅系エリア

第１章　理想のシーン



理想のシーン１　大手前通りエリア
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理想のシーン２　中ノ門筋エリア
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理想のシーン３　駅西エリア
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理想のシーン４　住宅系エリア
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խךַזתⰕⰟ瑞הꦄ䱸䒉暟⡚㾴鿇♧⡤涸ח䯝ִծⰕ孖鸬䵿המד⚥䗰
ְג実חⰋ㕂涸ָ穈》何㢌ׅח瑞זٕـ㽿䗰㖑ָ葺ֻؐؓ٦ؕך
կׅת

㩲騟䋐ָⰋ㕂ⴱךչֿקպ
麣騟䭷㹀遤ְ׃ת����䎃�剢��傈

麣騟佟瘻ّٝآؽ
չ����䎃ծ麣騟ך兝葿ָ㢌պ

խ㕂㕼❛鸐満ָ麣騟佟瘻ّٝآؽչ����䎃ծ麣騟ך兝葿ָ㢌պג׃ה����䎃剢תח
կֿ׃ת׃涪邌הֿ鷄実ׅ麣騟ך䗰⚥המծה ד㸜Ⰻךךծ鮦כ麣騟ךַ
ⰼ徽ז鸐遤ַծ➂ղך㢳圫ךפؤ٦صז㼎䘔חծ㣐ֹֻ㢌⻉ׅתְג׃הֲ״׃կ

խ㖑㚖鞢ַׅחծהמ⚥䗰ך麣騟瑞
ך圓眠ךך鋉ⵖ箢ㄤג׃הծ娄遤
罏ⵃ⤑㟓鹌麣騟չֿקպךⵖ䏝ָ֮
կֿׅת 㩲騟䋐ָ㣐䩛חպֿקչך
鸐Ⰻ㕂דⴱג䭷㹀׃ת׃կ

⳿Ⱙ㕂㕼❛鸐満����
չٕـ٦ַؕؓؐזת䱿鹌يؚٓٗفպ

⳿Ⱙ㕂㕼❛鸐満
չⵃ欽罏ⵃ⤑䱿鹌麣騟ⵖ䏝ֿקպ

鮦ַ
פהמ

胜兝

傈劤ך⹛ぢؐؓךٕـ٦ؕ䱿鹌

5/*10ׅתְֹג㢌חהמծ鮦ַכ䕵⚺ךַזת
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㩲騟䋐ⰻ

鵚ꦄ鿪䋐

㩲騟䋐ⰻ

㢩㕂➂錁⯔㹏
齥➂錁⯔㹏

鵚ꦄ鿪䋐

ꉟ麣ךדأغ٥獳⹛

䖝娄٥荈鯄鮦٥荈㹺欽鮦ךד獳⹛

דתַֿֿ

խֿךדת凃׃倯ג׃הծ䎂傈כ鵚ꦄ鿪䋐דת鸐׃ծ⠅傈כחずֻׄ鵚ꦄ鿪䋐ךוז⚥䗰鿇ך㉀噟꧊琎㖑װ龞㢩ך㣐㘗ء ה㢳ַָ➂ׅ׀麓⡭内גַֽ⳿ח٦ةٝإؚٝؾحّ
罋ִׅתկ׃ַ׃ծشٗ؝犱ך䠬厩䭁㣐姺瘻ך♧橆ג׃הծ⫴ֹ倯כ鸐䫇ⵖׅ٦ָؙٙز٦ٌٔך䱿鹌ׁծ㖈㸓װ➂ך㹺ך鵚ֻأ؍ؿؔ،ؑءךծ٦لأ٦ؚؗٝٙ؝
㼭ׁד،ְٔؒז黅ֻ鼘ֽծ㹺ַ㉀噟꧊琎㖑ך㣐鿪䋐⚥䗰鿇㺘꧊ָׅ➂ךծ㢳ֻկ⠅傈׃ת㟓ִ➂ֻ⫴דأ 㟓ִָ➂׃嚂٦ٍآٖך،سزؐ،ծ׃䱱䏄ֶז稆侯גֻ
؎و偆ׅ鵚ꦄ㕢ך遳⡝ךծ荈ⴓ⚥זկׅת罋ִה銲ׅꞿ劍״כ㔐䗁ךسٝؐغٝ؎ծ儗ַַָתכח遤ֹ勻ׅח荈歋ծ㕂ⰻגְֶח⯔ծ錁תկׅתְג
կֿׅתְגן嵭⯔膂ָيؤ٦ٔخؙٗ ծֿזחהֿׅ׃䖓䬃⻉ٕشا٦ػךךךծ獳⹛䩛媮כ⻉㢌ך遤⹛װ欰崞ךղ➂׃ֲ ծؐג׃ה橆㞮姺ֽ」ג׃筨さ ـ٦ؕؓ
կׅתְג鿪䋐橆㞮ָ実זٕ

鵚ꦄ鿪䋐⚥䗰鿇פ،ٔؒأ؍ؿؔך鸐鸐

⡭内 鵚ꦄ鿪䋐⚥䗰鿇ך籕螟遳ծ㉀噟꧊琎㖑פ

獳⹛ 鸐װ⡭内כדꉟ麣װ굲遤堣ךוז㣐鋉垷鱐鷏堣ꟼⵃ欽

錁⯔ 㕂ⰻⰋ㚖ך錁⯔㖑פ／海外からのインバウンドが隆盛

أ؍ؿؔ،ؑءך䋐ⰻכֻ׃㖈㸓״ח⻉ز٦ٌٔ

㣐鋉垷鿪䋐⚥䗰鿇鼘ֽծ䋐ⰻװ鵚ꦄך䏄莧װⰕ㕦פ

⦐ղך遤⹛ך㢌㺁ؤ٦صך؍ذٔؽٌٕشا٦ػ״ח㟓

鵚ꦄ㕢פيؤ٦ٔخؙٗ؎وדծ؎ٝؐغ 鷲僇♶כ㔐䗁ךسٝ

欰崞㕢

胜兝

傈劤ך⹛ぢךشٗ؝䕦갟

凃׃倯ָ㣐ֹֻ㢌5/*10ׅתְגֹג
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㩲騟ך麣騟 㩲騟ךⰕ㕦 㩲騟ך䎢㜥

➂ָ忔殅׃嚂ך׃눁⸂涸زأٝ؎ًז
կׅתָ֮ز٦ٔ

荈⹛鮦ךך橆朐麣騟٥佝㼗麣騟Ⱏח⚥
䗰鿇רקכ侭⪒ָ㸣✪ׅתְג׃կ

䎌简麣騟ךⰻ⩎ח䎢ָ遳⼒כח娄ְג䗰㖑
葺ְ屟麣瑞ָ婍ׅתְגկ�

٥

٥

٥

٥

٥

٥

٥

٥

٥

㩲騟㙹ך桠ꟼ〡ג׃ה㢳侧ָزٝك؎ך⪵
կׅת֮ח㣐䩛Ⱅ㕦ָ⚥䗰鿇ׁ

䩛厑㿊⚥㣛Ⱅ㕦ךוז⠅傈ח鏝⡭内嚂
կׅת׃㶷㖈ח㜥䨽ָ⚥䗰鿇ֹדָהֿ׃

㩲騟ךⰕ㕦כ筮ָ㢳ֻծ䋐孖ך䤰ְװ崞⹛ך
瑞ג׃ה堣腉ׅתְג׃կ

㩲騟ך桠ꟼ〡ג׃ה꼾ٕؽ㖑♴ה鸬⹛׃㾊
㢩ך鍑佝涸ז䎢㜥ָ侭⪒ׁׅתְגկ

+3㩲騟꼾ך꼾ח鋵宏ך䤰ְך㜥ָ侭⪒ׁ
⚥䗰鿇ד宏ה筮䠬ׅׄתֹדָהֿկ

㩲騟ך䎢㜥כ䋐孖ְֺחך❛崧ך䎢㜥׃ה
կׅתְג׃堣腉ג

㣐䩛鸐

䩛厑㿊⚥㣛Ⱅ㕦

ٝر٦ٕؖأحٍؗ

㩲騟꼾⻌ְֺח❛崧䎢㜥

㣐䩛Ⱅ㕦

꼾銮ؒٔ،

颵

넝ך
ְⰕⰟ瑞

胜兝

㩲騟䋐ך朐屣㢳圫זⰕⰟ瑞

㩲騟ך遳חדׅכծ颵ך넝ְⰕⰟ瑞ָ㢳ֻ֮5/*10ׅת
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鷹ס乃

ր鷹ցסיח־ס䑏╈כץ
մ㢞饟ס轵鷹עמ娡䢔侇♏ס㛻⺲┉芗䉑妨ס䏡全ֵֿյ☔鵟ֿ㛡ׂյ塷⺒
氳יײמր鷹ցעמ佅־䄫妨ס榟孨ַֿׁמ媮鷹מ䇶ֿגױַיזն

䲭瀂עמ㛡ׂס╚釐ם鷹ֿ车׀◫ַյמ☪ֿא笋ַֿיז㏐㓊ע꺙齉㎢לם┉鼧ס㏐㓊ꢜׂױֵל؆ככ؆

մ㢞饟㒮ס辐曆꞊ؿ╈סꝛ־מ䋝צ璦עյ娡䢔侇♏־ր╈ؿꝛ璦ցף⽛כյ㒮┖槄סס㓹䇠םכ璦גךն㸓鷹ؿ╈כꝛ璦ס◫䄐鱫עמյ☔注傴׀嫎䈱☔չמ湳ס״ג״냕儘㕙ֿ錃ׄ״גגր儘ס鱫ցף⽛כյ僃ס☔车׀◫ֹ㒮┖ס╈䑏㏐גךն╈ؿꝛ璦ע杯㏇מ舗ךױ䆋ֿ㚺ַםַי塷⺒氳מ鞕ꄆם鵟ךն

⭳⪯㢞饟䄫մ䄫Ꝏ⪜㲜մ♿槆䷓瓀䫟鶟㲜ր䲭瀂鷹鐧削㕔⼔傴٭擻鏤ֵס鷹٭ցմ㍲�ւ车爊鋗փ�㸓洈乃傴귆�㲑値儕僿	䇗ꮽ
˥车爊鋗עכյ㲑値儕僿䇗מ䬞ג־յ⹆ⳝ◫♏ס꤀מ⺨㏐ס喋㯸湳ַיז亸哧מ״גױ⛼䡗סגն⹆縒㢞饟㒮┖ 塷⺒丆塥մ䲭瀂鷹ך⮆մꄇꄅ㏐亸☔妳׀ֵ־םהױ㢞饟גֿסהױהֹ

䲯䏅悌䃷ⷂؿ┉

גַי✳ך䑏╈כץע鷹סיח־

մ㢞饟㒮┖ס里㎁轵鷹ע㛙◹ꝛ⪋־յ杯㏇ס◅꣪槄٬里◅꣪槄轵よ䈘轵לם鵟䥁ׄյ⤓⯥ꝛ־㒮┖槄ס㛙舗ױնס׆鵟ע娡䢔侇♏עמյ⹆ⳝ◫♏ס里㎁钥㛻⺲םײסյ䃽炔⺲䢥䃽┉芗䉑妨ס䏡全ֵյ◫鵟ס釐䢥יכ㢞饟ע㛡ׂס亸ס鋗ꎰמ鋗־כ׆ַיյ☔鵟ֿ㛡ׂם־ׁמ㒮┖槄ױֻֿ־ֹֿכ׆גזֵךն
մꄇꄅעよ哅٬绷☔יכהױסյגױ⛙껊鷹ס猜יכ剚ֻג槄ֵךյ☪槄㳃յ烕炘☴ꞌ璡ס鹦啶ֿ㛡ׂ墦ֽיז塷⺒氳鞲嶎ֿ丗㛡ֵׂ䗯稇ֵס㏐㓊ךնꄇꄅ轵鷹עꝛ⯥槄յ㒮┖槄յ◫鵟ס釐䢥יכ剚ֻյ㛡ׂס槄㳃塷⺒氳轵┾ֿײ墦ױַיזն

ꝛ璦ؿ╈

里㎁轵鷹

ꄇꄅ轵鷹

里㎁轵鷹

ꝛ璦ؿ╈

羜俌
㢞饟䄫ס敯媲ր鷹ցס塷⺒

㢞饟ס轵עמ塷⺒ֵ鷹ס乃ֿ䕛ׂט鞕ꄆם㕙䢥ֿ墦5/*10ױַיז
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鷹ס丝⤓

轵ײם梪㗞丝⤓◄哅עכ

塷הײ◄哅骰鲣ׂטהױם䶹䭤轵饟◄哅עכ
մ㢞饟㒮⼽鱨עמյ丗㛡ׂס塷⺒氳٬乃氳鹦榤ֿ憠㏇ױֽיնס׆鞕ꄆם鹦
榤㛻⮉מ㱤מככյ塷⺒氳ם䋦擻璡כ鷹ֿ鐧⽰ג┉⛮䚉ֵס轵┾ײ䎬䡗
ׂטהױם־䗯稇雛䚉⺒չֿ塷☔յ鋼מככח䧏鎶ֿ؆氵סյ䄫妨
מ㏐鷹겧艥逷הײש鹦榤磵ס׆מ䑏╈յր╈念ց媮ַמ״ג䫟鶟
丝⤓גױ׀יն

մꄇꄅ轵鷹עךյ塷⺒氳ם轵┾ײ俌鈝ס䎬䡗㍲מ״גյ䋦疣擻璡ס⟣俌Ⲃ䡗־סյ轵饟愉ס錃糋㏐鷹겧艥逷ס丝⤓车גױ׀יזն

仾㸓鷹稗 鼧╈念稗典鼧╈念稗 俌焰㵓稗

羜俌
㢞饟䄫ס敯媲塷⺒氳ם鷹ס丝⤓

16
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➂〡

խ㩲騟䋐כדծ㩲騟䋐⚥䗰䋐遳㖑崞䚍⻉㛇劤鎘歗痥�劍鎘歗גְֶחծ
穈》ח⻉崞䚍ךծ⚥䗰䋐遳㖑׃㾜噟✲ׅ⤛㔐麇ծ忔殅הְֺח
欰װ♳ⵃ⤑䚍ぢךծⰕⰟ❛鸐ג׃ה䧭卓ךկׅתְג־䲓倯ꆙ
崞ⵃ⤑䚍ך넝ְ㉀噟倵鏣ך侭⪒瘝ָ㹋植ׁ눁⸂ָ넝תծ⚥䗰䋐遳㖑
⚥ה״ח锃叨ز٦؛ٝ،䋐孖ךկ⟀ㄤ⯋䎃�剢ׅתְג׃⸇㟓כ〡➂ך
䗰䋐遳㖑ךפ䋐孖弫駈䏝넝ׅתְגֹגתկ

խ鵚䎃כד䎂䧭��䎃䏝ח٦ؙؾ⚥䗰䋐遳㖑ך娄遤罏װ鸐遤ꆀװװכ幾
㼰ֶג׃ծ㩲騟䋐ך⚥䗰䋐遳㖑䋐孖ָ⳿娄ַָהְֿגֹגזֻז
կׅתֲִַָ
խךծֿ պַָזתזֻչ㽿䗰㖑ָ葺ֻ娄ֹך䗰鿇⚥כַ
㹋植ֹד《穈ָ㣐ⴖׅתֹגזחկ
խխ

⳿Ⱙ㩲騟䋐⚥䗰䋐遳㖑崞䚍⻉㛇劤鎘歗痥�劍鎘歗⟀ㄤ�䎃�剢
项俱㩲騟䋐➂〡窟鎘

⳿Ⱙ㩲騟䋐⚥䗰䋐遳㖑崞䚍⻉㛇劤鎘歗痥�劍鎘歗⟀ㄤ�䎃�剢
项俱㩲騟䋐⚥䗰䋐遳㖑鸐遤ꆀ锃叨

⚥䗰䋐遳㖑ך➂〡ה⚅䌒侧㢩㕂➂ろך䱿獳ぐ䎃剢劣 娄遤罏٥荈鯄鮦鸐遤ꆀ⠅傈

➂ղָ凃זֻ׃⚥䗰䋐遳㖑זה
➂〡ָ㟓⸇ׅתְג׃

娄遤罏荈鯄鮦

כ鸐遤ꆀך荈鯄鮦װ娄遤罏ךַזת
鵚䎃װװ幾㼰⫘ぢׅד

䖝娄㕢

胜兝

㩲騟䋐ך朐屣ַזת㽿⡝

5/*10ׅתְגֹגծ娄遤罏鸐遤ָ幾ד倯♧ְד㽿⡝ָ鹌ַזת
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鿪䋐鎘歗ٝٓف٦ةأو
筨さ❛鸐鎘歗
⚥䗰䋐遳㖑崞䚍⻉㛇劤鎘歗
鿪䋐ⱄ欰侭⪒鎘歗

㩲騟⨳䏿ٓف ٝ⥂⨳鎘歗

㖑㚖状爷鎘歗

㶨٥ו㶨肪ג佄䴂鎘歗

橆㞮㛇劤鎘歗
筨さ❛鸐鎘歗
鿪䋐鎘歗麣騟侭⪒يؚٓٗف
荈鯄鮦ⵃ欽橆㞮侭⪒鎘歗

穗幥涸⩎ 状爷涸⩎ 橆㞮涸⩎

✲⢽�➂䔲%1ָ)넝ֻז
խ،ًٔؕٝزٝءٙآ٦ّآך㣐㷕ך灇瑔ד
ך➂䔲וקպ鿪䋐ְ׃⮚חծչ娄遤罏כ
(%1ָ넝ְְֲה灇瑔穠卓ָ爙ׁׅתְגկ

✲⢽넝䏝➂勞ָ꧊琎ׅ
խ،ًٔؕٝزٝءٙآ٦ّآך㣐㷕ך灇瑔ד
ח鿪䋐ְג׃ꂁ䣁ח瑞ךךծ娄遤罏כ
ぢָ֮⫘ת넝ְ➂勞ָ㢳ֻ꧊ך侄肪宏彊כ
ג׃־♳䎿넝䏝➂勞ָ穗幥崞⹛׃ծ꧊琎
ְֻ〳腉䚍ָ֮ה罋ִׅתְגկ

⨳䏿㟓鹌
爡⠓⥂ꥺ顤ך幾 庛㹓⸬卓ؖךأ幾鿪䗰穗幥ך崞䚍⻉

넝䏝➂勞ך꧊琎

✲⢽䗰氫䝕ךٝؖװ縷䝕ٔװؙأ
խխխ娤❕ָؙٔأ鯪幾ׅ
խ؎ؘٔ٦؞أؚٓךأ㣐㷕ך灇瑔ד
װ䗰氫䝕כ遤⹛ךד䖝娄װ荈鯄鮦כ
浒ٔ־♴ؙأ〳腉䚍ָ넝ְְֲה
穠卓ָ爙ׁׅתְגկ

✲⢽荈⹛鮦歋勻$0ך�䱖⳿ꆀָ
խխխ幾㼰ׅ
խ倜㘗ךإٔ؎ؐشٗ؝⚅歲涸ז㣐
崧遤״חծ荈⹛鮦ָ崞欽ְׁז
⳿䱖أ庛㹓⸬卓ؖךծ����䎃דהֿ
ꆀָֿוקְזחדת幾㼰ְג׃
կׅתְג爙ָׁהֿ

劍
䖉
ح
ك
ق
⸬
卓

✲
⢽

ꟼ
鸬
خ
ق
遤
佟
鎘
歗

⸬卓

胜兝

佟瘻涸⸬卓ꞿ劍涸ז⸬卓

ב橆㞮זٕـ٦ؕؓؐ ծכֻ
鍑寸חꞿ劍銲ׅ爡⠓㉏겗ח㼎ׅ佟瘻ח⸬卓涪䳸5/*10ׅת׃
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խؐؓזٕـ٦ؕ橆㞮ב ב橆㞮娄ֽג׃ⶼ⳿ծ㸜䗰ך׃凃ז鞢ַד눁⸂涸גהח勻遳罏װծ欰崞罏דהֿ鸬䵿ִׅת驎鋔挿זծ圫ղ֮ח鹌ֻ ׀麓ח䏿⨳ָծ铩ֻ
կׅת־籬הפ♳⣣⦼ぢך遳ך㩲騟זծ筨さ涸ת卓ָ欰⸬ז㢳圫וז遳ֹדָהֿׅ

杯 敯 ס 鐐 갭

מ梪㗞םٜه٭ؚؗ

ׅדְ׃⛗㔐麇䚍ָחַזת

娄ֻ➂ָ㟓ִ㔐麇䚍ָぢ遳דהֹֿד⹛堣ַָֽ⳿
ׅת劍䖉ָׁהֿת⣣⦼ָ넝ך،ծؒٔ׃♳

בת ֻ
鋔挿

杯 敯 ס 鐐 갭

מ梪㗞םٜه٭ؚؗ

+3㩲騟꼾ה㩲騟㙹ך䖂䗁ךֽ鸐麓㘗ך錁⯔ׅתְגזה

㖑㚖ך➂ך凃ָ׃遳דהֿׅ⳿ׄחח鞢ַ٦ָٝءז㟓ִծ
錁⯔㹏ך忔殅儗ה遤⹛眔㔲ָ䎢ָָהֿ劍䖉ׁׅת

錁⯔鋔挿

杯 敯 ס 鐐 갭

מ梪㗞םٜه٭ؚؗ

㩲騟㙹⟃㢩ך娖〷涸ז⣣⦼ך钠濼ָ⡚ְׅד

ծדהֿז鵚ֻח欰崞״麣ָז娖〷涸וז遳麣ךגאַ
䋐孖ך涺ׁח钠濼ָ䎢ָָהֿ劍䖉ׅתֹד

娖〷涸鋔挿

杯 敯 ס 鐐 갭

מ梪㗞םٜه٭ؚؗ

魦鵚זⰕ㕦ָ崞欽ְׅװ׃橆㞮侭ִ䗳銲ָׅ֮ת

䎢㜥װ麣騟瑞ך崞欽堣麊ה⢘ׇגⰕ㕦ךⵃ欽⤛鹌ׁ
ׅת劍䖉ָׁהֿ

Ⱅ㕦鋔挿

杯 敯 ס 鐐 갭

מ梪㗞םٜه٭ؚؗ

傈䌢涸ח娄ֻ统䢪ך㼰כ➂ְז欰崞统䢪氺瘝ָؙأٔך
넝ְׅד

傈䌢涸ח魦⡤⹛ַֿׅדה⨳䏿ז魦⡤肪ָהֿת
劍䖉ׁׅת

⨳䏿鋔挿

杯 敯 ס 鐐 갭

מ梪㗞םٜه٭ؚؗ

ׅדְז㜥䨽ָ㼰זֲ״ך䎢㜥ץ麇ג׃㸜䗰חַזת

麣騟ָ㸜䗰ג׃麇ֹדָהֿע㜥䨽ָהֿזהא�ך
劍䖉ׁׅת

㶨肪ג鋔挿

杯 敯 ס 鐐 갭

מ梪㗞םٜه٭ؚؗ

鮦爡⠓ך湡涸㖑ךדת鮦ⵃ欽ָ㢳ֻծ遳娄ְַז朐
屣ׅד

ׅ⻉㢌ח獳⹛ָ娄遤ך湡涸㖑ָ㟓ִծ湡涸㖑חַזת
ׅת劍䖉ָׁהֿ

❛鸐鋔挿

杯 敯 ס 鐐 갭

מ梪㗞םٜه٭ؚؗ

䎌简麣騟ךⰻ⩎ך鸐麓❛鸐ָ㢳ְׅד

娄遤罏ך鋔挿ח甧❛鸐鋉ⵖװ麣騟瑞崞欽ָ⤛鹌ׁծ
穠卓ג׃ה㸜Ⰻח娄ֽծ嚂׃麣騟瑞ָ㟓ִָהֿ
劍䖉ׁׅת

麣騟鋔挿

㢳ⴓ
ꅿך⸬卓

胜兝

��佟瘻涸⸬卓㢳圫ז⸬卓

ב橆㞮זٕـ٦ؕؓؐ 5/*10ׅת׃涪䳸卓⸬דⴓꅿזծ㢳圫כֻ
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３１

כהأطٕؑؐ
⦐ղ➂ָ⨳䏿ַא欰ְָֹ䭯㸜䗰㸜Ⰻד鞢ַז欰崞㌀הֿ

銲稆ךأطٕؑؐ

麊⹛ծ司균ծ漕溬瘝״ח⨳䏿笝䭯ֲ״ֹד魦⡤הֿׅ،؛
㷕统ծ㉏겗鍑寸ծⶼ鸡䚍瘝鸐ׄ⚅歲ךהꟼ䭯הֿא
荈ⴓך➂➭٥孡䭯ծ⣣⦼錁瘝椚鍑׃ծ㼣ꅾׅהֿ
➂欰ח湡涸װ⣣⦼ծ䠐鋅הֽֿא
⨳Ⰻז➂ꟼ⤘笝䭯ׅהֿ

魦⡤涸ז銲稆
䗰涸ז銲稆
䠬䞔涸ז銲稆
礵牞涸ז銲稆
爡⠓涸ז銲稆
橆㞮涸ז銲稆 荈魦ך爡⠓橆㞮ծ荈搫橆㞮瘝ָ⨳䏿ִ♷ח䕦갟椚鍑ׅהֿ

ׅתת銲稆ָろך㢳ֻדךך♳⟄魦⡤涸⨳䏿ז⽃ծכהأطٕؑؐ

欰崞ך颵�20-2VBMJUZ�PG�-JGFָぢ♳ׅ

卓⸬劍䖉ׁדהֿזח鿪䋐זأطٕؑؐ

խ20-כהծ暟颵涸ז鞢ַׁח弫ׁ欰崞ֻזכדծչ䗰魦⡤嫣傈⯍㹋׃欰崞պח搊挿䔲֮דךגծٕؐؑדהֿזחַזתזٕـ٦ؕؓؐדأطծ
㶨ַו넝룳罏דתծ铩ָծ鞢ַז欰崞橆㞮ד㸜䗰ג׃⨳䏿涸ח凃ֹדָהֿׅծ遳ךפ钖ה䠥滠䭯חהֿא籬ָׅתկ

⳿Ⱙ4NBSU�8FMMOFTT�$JUZ

⳿Ⱙ(MPCBM�8FMMOFTT�*OTUJUVUF�
IUUQT���HMPCBMXFMMOFTTJOTUJUVUF�PSH�XIBU�JT�XFMMOFTT�

欰崞统䢪氺瘝ך
涪氾ٔ־♴ؙأ

状爷ךגְֶח
㸜䗰㸜Ⰻז鿪䋐זח

⼔洽顤ָ䫇ⵖלֹד
ֹד䔲⯍חֻבתך➭ך

傈ղך欰崞ד⚥ך娄ְג荈搫ח魦⡤⹛ַֿׅ
欰崞统ך祩㽶氺瘝װծ肍弫הזח傈䌢涸ָה
䢪氺涪氾桦㟓⸇ך䫇ⵖָ劍䖉ׁׅתկ

㖑㚖ך➂ղָ琎噰涸ח娄ְג㢩דהֿ⳿חծ
㖑㚖ⰻך❛崧ָ㟓ִծ넝룳罏װꥺ㹱罏ָ㷏甧׃
կׅת劍䖉ָׁהֿזח爡⠓ְז

䋐孖ָ⨳䏿ד嫣傈⨳חַװ麓דהֿׅ׀⼔洽顤瘝ך䫇
ⵖָלֹדծך頿彁חֻבתך➭⯍䔲ׅ
կׅתָזאח涪㾜ךתծזה〳腉ָהֿ

WELLNESS

PHYSICAL MENTAL

SOCIAL EMOTIONAL

SPIRITUALENVIRON
-MENTAL

２

湡涸

չ䗰魦⡤嫣傈⯍㹋׃欰崞պ㌀הֿ

5/*10פ鿪䋐זأطٕؑؐ
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8BMLBCMF�JT 4FMFDUBCMF
ַזתזֻ湡垥㽿䗰㖑ָ葺ֻ娄ֹך橆㞮זٕـ٦ؕؓؐ

湡涸遳ח鼅䫛㢳圫䚍ֻאծ鞢ַז欰崞٦ٝء欰

խչٕؐؓـ٦ؕպ״כךְֲה鞢ַז鿪䋐橆㞮眠ְךְֻגךא䩛媮֮דծ剑穄涸כח魦鵚ז欰崞㕢ָ鞢ַח2VBMJUZ� PG� -JGFךぢ♳דהֿזծ⡝ְ遳٥⡝竲ְֽ
遳חワ鴟鿪䋐ַכ鏝ְ遳זהծ➂〡幾㼰爡⠓גְֶחչ鼅ל鿪䋐պָהֿזהꅾ銲ׅתזחկחֿ凃ׅ➂ղָ遳ח⚥ך㢳圫ז㽿㜥䨽ך鼅䫛肇װ遳ךפ钖ה䠥滠
կׅד㣐ⴖָהֿג䭯
խؐؓכההֿ֮דٕـ٦ؕծ遳ח⳿䱦ֽזֲ״זֻչ눁⸂涸ז湡涸㖑պָ ךչ⩐搫ז䎊ׇח⚥鷿ך麣ךג׃ծהֿ֮ד娄遤橆㞮պזչ䘯黝ד㸜Ⰻ㸜䗰ָز٦ٕךפֿծהֿ֮
⳿⠓ְպָ א鼅䫛肇ך⠓ְ⳿װ倯׃׀麓ז㢳圫ךדծ遳חⰟה⾱岣պך鿪䋐זչ눁⸂涸־䲓ָؤـ؝؎ؑآկׅדהֿ֮ 눁⸂涸גהח勻遳罏גהחծ䋐孖ג״חהֻֿ
կׅתֹד㹋植ַָזתז鞢ַד

㩲騟ח凃ׅ➂ծ鏝➂ָծ遳ח⚥ך㢳圫ז㽿㜥䨽ך鼅䫛肇ծ遳ךפ钖ה䠥滠ָג눁⸂涸ַזתז㹋植ׅת׃կ

岣鿪䋐ך遳騟װ㖑⼒ח㢳圫䚍欰כחׅ⳿ծ⟃♴ךא�ך勴⟝ָ妀ַׇ׃הְזկ
ـ ،ְٔؒג׃䒉暟ָⰟ㶷ְ׃倜ה遳騟խխ〢ְ䒉暟ְג瀉ֻծ䌴㆞ָ杞ֻծ刼ָָؙحٗ
⽃♧欽鷿ֻזכדծ醱さ涸ז欽鷿ד圓䧭ׁٔؒ،խխֹֽד넝ְ➂〡㺘䏝
⳿Ⱙ+BOF�+BDPCT衼㿊䕎嵞欰鏬	����
չ،ً ٔؕ㣐鿪䋐ך娤ה欰պ״�

1&45ךא

눁⸂涸ז
湡涸㖑

ٝ؝1
خٝذ

䘯黝ז
娄遤橆㞮

ث٦ٗف،２

⩐搫ך
⳿⠓ְ

３屟麣瑞

湡涸

㼛勻涸ח湡䭷ׅ㪦
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遳ַֽ⳿ח⹛堣ֻא�
� 鸐װ鸐㷕ךוזչ䗳銲崞⹛��պֻזכדծ鏝
չ⟣䠐崞⹛遤ג״ח孡䭯ְֲהְ
��պװչ爡⠓崞⹛��պ遳ח㟓ָהֿׅװ痥♧
娄ׅתזהկ�

���䗳銲崞⹛鸐װ顠ְ暟瘝ך纏涸ז䠐さְろ崞⹛կ�
���爡⠓崞⹛侔娄ّٝء٦ؙٖؒٔװ瘝ְ׃ֲ孡䭯ָ֮ծ㜥䨽װ儗ָ鏩ׅחֹה遤崞⹛կ�
���⟣䠐崞⹛➭罏滗ծ䮪䭝װ⠓鑧ծぐ珏؍ذصُى؝崞⹛ְה➭罏ך㶷㖈䲿׃ה崞⹛կ�

䗰㖑葺ְ娄遤橆㞮ֻא�

轵ס僿䏨䚉ֿ냕ױ塥םׂג׀յ塥ֿׂכ׆倲雛מ־齉䄫

� 鮦װ荈鯄鮦וזろ❛鸐⡤禸ד⚥ךծ㸜Ⰻ
וז⠅䤰㜥䨽װծ筮ֹדָהֿ鸐ג׃㸜䗰ח
ꂁׁ䘯黝ז娄遤橆㞮ד湡涸㖑ָ籬ָׅתկ

麣⚥ך⳿⠓ְך堣⠓ֻא�
� 湡涸㖑ה湡涸㖑穠ע麣⚥גְֶחծ倜ְ׃
ֶ䏄ך涪鋅װ濼さְךה黧麀וזծ✮劍ׇט
չ⩐搫ך⳿⠓ְպָ遳ךפ劍䖉䠬넝ׅתկ�

눁⸂涸ז湡涸㖑
STEP

１ 䘯黝ז娄遤橆㞮
STEP

２

湡涸㖑

㸜Ⰻ㸜䗰ד䘯黝ז
ךز٦ٕأإؙ،
鼅䫛肇㟓ׅװ

⩐搫ך⳿⠓ְ
STEP

３

遳ךפ劍䖉䠬
欰⩐搫ך⳿⠓ְך
堣⠓㟓ׅװ

㢩⳿٥勻遳ך⹛堣
ז눁⸂涸זה
湡涸㖑㟓ׅװ

㩲騟㙹

+3㩲騟꼾

㩲騟㙹

+3㩲騟꼾

㩲騟㙹

+3㩲騟꼾

湡涸

湡䭷ׅ㪦㹋植ׅך1&45ךא
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１

խ㼎韋眔㔲ך植朐ה湡䭷ׅ㪦䪾䳢ծ嗚鎢׃ծ
ָה遤ֲֿ穈》ך遤ֻג㙵䊴ך
�կׅתְֹג籬ָח䱿鹌ך橆㞮זٕـ٦ؕؓؐ

٥屟麣瑞ָ麣騟חぢֽגְְג�
٥㢳圫ז欽鷿ָ幉㖈ְג׃�
٥娄遤罏⚥䗰ך瑞圓䧭ְגזח�
٥ⰕⰟ瑞װ麣騟ד㢳圫ָ؍ذؽ؍ذؙ،ז鋅�

٥屟麣瑞ָ麣騟חぢֽגꟗְׄג�
٥欽鷿ָ⽃♧⻉ְׁג�
٥荈⹛鮦⚥䗰ך瑞圓䧭ְגזח�
٥ⰕⰟ瑞׆ֶָ➂חծ麣騟כ❛鸐ְֽגְלׁ

ךא�
ⴖ〡�

8BMLBCMF�JT

8BMLBCMF�JT� OPU

ֻב橆㞮זٕـ٦ؕؓؐ
ח〡ⴖךאծכ䭷垥ך
ⴓ겲ׅתֹד�

遳⼒ך圓鸡�

⥂㺘䏝ָ♧㹀玎䏝넝ֻךךװ➂
娄ֹ㔐ְׅװ㼭ׁך٦ٕ؛أז遳⼒
�הֿ֮ד

２ 䒉暟ך⡚㾴
欽鷿٥㕼㖑ⵃ欽

暴㹀ך欽鷿ך꧊琎ֻזכדծ㢳圫ז欽
鷿ָ醱さ涸ח幉ׂさהְֿג

３
麣騟圓鸡٥
麣騟ך٦ؙٙزحط䕎䡾

娄ְֹׅװ娄遤橆㞮ָ侭⪒ׁהְֿג

ךא
ⴖ〡

屟麣瑞٥
ⰕⰟ瑞ך⢪倯

屟麣瑞ָ麣騟חぢֽגַծְָֺח
؍ذؙ،ז㢳圫ծⰕⰟ瑞ֶג⳿ׄח
הְֿג崞欽ׁד؍ذؽ

ⰕⰟ❛鸐ה
荈⹛鮦❛鸐أٝٓغך

⚥䗰鿇כⰕⰟ❛鸐⚥䗰ך❛鸐⡤禸ֶגזה
ז䗰⚥המ娄鮦ָⰟ㶷ׅכ⩎ⰻך⼒ծ遳
瑞崞欽הְֿגזה

湡涸

湡䭷ׅ㪦㹋植ׅךךאⴖ〡

ծדהֿ嫰鯰ׅ橆㞮ְזכדٕـ٦ؕؓؐה橆㞮זٕـ٦ؕؓؐ
ב橆㞮זٕـ٦ؕؓؐ 5/*10ׅתזח㪦ָ僇然ךתֹץ湡䭷ׅךד♳ְֻג׃䱿鹌ֻ
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խٕؐؓـ٦ؕ䱿鹌鎘歗ך《穈כծ⸬卓ָ㢳ⴓꅿן⿹חぐ㽷ך鎘歗湡垥ח项ׅ㜥さָ֮ծ鸬䵿ג׃✲噟ח《穈ׅתְֹדկ
խ鿪䋐חꟼׅ鎘歗כ圫ղָׅ֮תծٕـ٦ؕؓؐד⚥ך䱿鹌鎘歗س٦عכ侭⪒׆״חծ傀㶷ך鿪䋐瑞ծ鿪䋐橆㞮ך悵㖈⸂铣》ծⰕ孖鸬䵿ך➬穈ג״ח넝ְג
ֻֿ 㾜ׁד⚥ך鿪䋐חⰻ㺁ָ㹋ꥷ־䲓דծ鎘歗׃⡲䧭պيؚٓٗف橆㞮⤛鹌ٕـկ➙䖓ծչؐؓ٦ׅؕד鎘歗׃甧膂ח鋔挿ךزؿا湡䭷ׅծ㹋植ך鿪䋐橆㞮ז鞢ַֻׅװ娄ֹדה
ב穈➬ךְֻג կֿׅת遤ְֻ בתّٝء٦كظٔװ⻉崞䚍ך䗰䋐遳㖑⚥ծ欵噟㽷ָ鹌כ穈》ך鸬♧ך 麣騟瑞䘔ִחؤ٦صז㢳圫ծ䒉鏣㽷ָ鹌穈》ךֻ
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３－１　課題

３－２　潜在力

３－３　課題と潜在力の整理

第３章　課題と潜在力



商業施設の立地 公共施設の立地
　JR姫路駅周辺に商業施設が集積しているため、他のエリアに人が
少ない状況です。JR姫路駅周辺が新しくなり、かつ大規模小売店舗が
駅前周辺に多く立地しているため、ショッピング等で姫路を訪れる人
はまちなかを回遊せずJR姫路駅周辺に留まっています。

　中心市街地の公共施設は姫路城周辺に立地している施設が多く、JR
姫路駅から歩いて行くよりも自動車でのアクセスが多い傾向がありま
す。そのため、施設を利用したついでにまちなかを歩く、という行動には
つながりにくく、回遊性の創出には寄与していない状況です。

図.姫路市中心部の商業施設の立地分布
（大規模小売店舗（店舗面積1,000㎡以上）） 図.姫路市中心部の公共施設の立地分布

姫路城

JR姫路駅 JR姫路駅

姫路城

中心部の回遊行動が
発生しにくい施設立地になっています

JR姫路駅周辺への商業施設の集積
姫路城周辺への公共施設の集積
商業施設と公共施設のそれぞれが集中的に立地していることが要因と考えられます

課題

1
要
因

３－１．課題

１）「魅力的な目的地」としての課題
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幹線道路に囲まれた内側の歩車混在の環境

日本の都市の特徴
　日本の都市は、自動車社会の発展に合
わせた都市計画、道路計画が行われてきて
おり、都市部は広幅員の幹線道路を周囲に
整備し高容積の建物を誘導し、その内側に
生活道路と低層の建物を誘導する、という
構造になっています。姫路の街もこの構成
を踏襲しています。

　幹線道路に囲まれた内側のエリアでは、
物理的に区分された歩道が整備されてい
ません。さらに、内側のエリアでは幹線道路
沿いに比べ、歩行者専用や一方通行の道
路が多く、歩車が混在した環境となってい
ます。

出典：バリー・シェルトン『日本の都市から学ぶこと』
　　　（2014年／鹿島出版会）

自動車の通過交通が多い狭い幅員の道路

広幅員の幹線道路を
街区の周囲に整備し
高容積の建物を誘導

幹線道路の内側に生活道路と
低層の建物を誘導する 姫路の街も

同じ構成

図.姫路市中心部の車線数別の道路ネットワーク

現在の
歩行環境

幹線道路沿い

幹線道路の内側

幹線道路の内側は、自動車の通過
交通が多く、安心して歩ける環境に
なっていません

骨格の幹線道路の整備は概ね完了
一方で、幹線道路の内側のエリアは歩車が混在しています
幹線道路に囲まれた内側の道路は、幅員が狭い道路が多く、歩車が混在して
いることが要因と考えられます

課題

2
要
因

JR姫路駅

姫路城

３－１．課題

２）「快適な歩行環境」としての課題
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歩 行 位 置 滞 在 位 置

出典：「外国人の姫路市都心部の立ち寄り場所」　
姫路市観光動向調査結果分析業務委託報告書

提供：株式会社よかネット
データ：ジョルテGPSデータ
※歩行と滞在はGPSの軌跡の移動速度で判別

提供：株式会社よかネット
データ：ジョルテGPSデータ
※歩行と滞在はGPSの軌跡の移動速度で判別

図.外国人の姫路市
　 中心部の位置情報（歩行）

図.外国人の姫路市都心部の立ち寄り場所

図.外国人の姫路市
     中心部の位置情報（滞在）

(注)界隈性：生活感あふれる雰囲気を感じさせ、多種多様な人 （々地域の人や
来街者）が往来し、空間的なつながりがある状況

中心部の移動は圧倒的に南北方向が多く、
面的な界隈性（注）が乏しい状況です

来街者・観光客の動線は基本的に姫路城とJR姫路駅
の往復、市民の生活動線においても、みゆき通り商店
街を中心とする南北方向の移動が多いです

課題

3
要
因

30分以上滞在（近畿圏）

アジア

オセアニア

ヨーロッパ

南アメリカ

北アメリカ

GPS移動滞在（698256）
移動（640135）

課題

3
要
因

JR姫路駅

姫路城

３－１．課題

３）「偶然の出会い」としての課題
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①のエリア ②のエリア

　令和２年の路線価MAPより、駅前や大手前通り、みゆき通りは路線価が高く、小規模資本での出店は
厳しい環境です。一方で①や②のエリアは路線価が低く、家賃断層帯となっており、建物規模も小さいこ
とから、出店へのハードルが低くチャレンジしやすい環境が揃っているため、魅力的な目的地が形成され
るポテンシャルがあります。

　路地裏にはひっそりとカフェや絵本屋等があ
る等、歩いて楽しめる雰囲気が存在する場所と
なっています。

　高架下等には小さな店舗が軒を連ね、大手
前通りやみゆき通りにはない小規模な界隈性
があります。空き店舗の活用やエリアの価値を
高めるように既存のまちを使っていく試みも始
まることで今後は魅力が高まる可能性のある
場所です。

令和２年　路線価ＭAP

新しい店舗や事業が
起こりやすい環境があります

家賃断層帯が存在します
JR姫路駅や姫路城等の人が集まる場所にも関わらず家賃が低い「家賃断
層帯」は、小規模な資本の事業者でも出店できる可能性が高いです

潜在力

1
要
因

JR姫路駅

姫路城

①のエリア

②のエリア

~100

101~300

301~600

601~900

901~1100

1101~1450

令和２年 
路線価（単位：千円/㎡）

３－２．潜在力

１）「魅力的な目的地」としての潜在力
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幹線道路に囲まれたエリアに残る歩いて心地良い沿道空間

バルセロナのスーパーブロック

　幹線道路に囲まれた内側のエリアの道
路や低 層の建 物の規 模 感 が中 心 部の魅
力となっています。

　スペイン・バルセロナでは、グリッド状
の都市構造を活かしながら道路の運用を
変 更することで、地 区 内の通 過 交 通を排
除し、地区内の公共空間をひと中心の空
間として再生しています。
　 具 体 的には 、複 数の街 区を1つの大き
な街区（＝スーパーブロック）として捉え、
その内部への自動車の乗り入れを制限し
ています。また、スーパーブロックの内 部
に 進 入する近 隣 住 民 の 自 動 車 に 関して
は、制限速度を10km/h以下に規制する
ことで、死亡事故の発生を抑え、市民の安
全と健康を守っています。

出典： Urban Mobility Plan of Barcelona 2013-2018

歩道の整備状況

歩いていて
心地良い
沿道空間

図.バルセロナのスーパーブロックの概念図

幅員の狭い道路

幹線道路の内側に広がる街区には、
歩いて心地良い沿道空間があります

幹線道路の内側に広がる街区では、道路幅員が狭いも
のの、歩行者専用や一方通行の道路が多く、沿道建物が
低層なため、圧迫感や閉塞感のない空間となっています

潜在力

2
要
因

JR姫路駅

姫路城

出典：Urban Mobility Plan of Barcelona 2013-2018

３－２．潜在力

２）「快適な歩行環境」としての潜在力
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沿道店舗が道路を活用しやすい
制度、環境になりつつあります

道路活用の規制緩和
国の規制緩和策により、道路空間と沿道建物をセットで捉え、
歩行者中心の道路の魅力を高める取組みが進んでいます

潜在力

3
要
因

歩行者利便増進道路 沿道建物と連動した道路活用の可能性

　地域を豊かにする歩行者中心の道路空
間を構築するための道路であり、歩行者
の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を
図り、快適な生活環境の確保と地域の活
力の創造に資する道路を指定します。

　中心部において、小規模資本による個
性的な店舗の増加などが確認できてお
り、今後道路空間と連動して幹線道路の
内側のエリアを魅力的にしていくことが
できるポテンシャルがあります。

出典：国土交通省「歩行者利便増進道路制度（ほこみち制度）」

新型コロナ感染症対策の道路占用（2021年９月末まで）

　テイクアウトやテラス営業等のための
道路占用許可基準を緩和しています。

　新型コロナウイルス感染症の影響を
受ける飲食店等の支援するための緊急
措置として、地方公共団体と地域住民・
団体等が一体となって取組む沿道飲食
店等の路上利用の占用許可基準の緩和
に取り組んでいます。 出典：松本市HP、「街場のえんがわ作戦

（新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための措置）」

幹線道路

内側のエリアに
個性的な
店舗が増加

３－２．潜在力

３）「偶然の出会い」としての潜在力
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３つのSTEP
目的：街に選択多様性をつくり、豊かな生活シーンを生む

ウォーカブルな環境の目標：居心地が良く歩きたくなるまちなか

中心部の回遊行動が発生
しにくい施設立地

新しい店舗や事業が
起こりやすい環境がある

課
題

潜
在
力

街に出かける
動機をつくる

魅力的な
目的地

1コン
テンツ

　外出・来街の動機となる目的地は現時点ではJR姫
路駅周辺や姫路城周辺に集積していますが、小規模資
本の事業者が参入しやすい家賃断層帯がJR姫路駅か
ら適度な距離に存在しており「魅力的な目的地」が増え
ていく可能性があります。

課
題

潜
在
力

幹線道路の内側は、自動車の
通過交通が多く、安心して歩
ける環境になっていない

幹線道路の内側に広がる街区
には、歩いて心地良い沿道空
間がある

心地良い
歩行環境をつくる

快適な
歩行環境

２アプローチ

　魅力的な目的地を繋ぐ安心安全で「快適な歩行環境」
は幹線道路においては整備がされています。幹線道路の
内側の歩いて心地良い沿道空間に対する自動車の通過
交通を抑制することで、歩行者の安心安全で快適なアク
セスルートの選択肢が増える可能性があります。

道中の出会いの
機会をつくる

３沿道空間

中心部の移動は圧倒的に南北
方向が多く、面的な界隈性に乏
しい

沿道店舗が道路を活用しやすい
制度、環境になりつつある

課
題

潜
在
力

偶然の
出会い

　道路を活用しやすい環境にすることで、目的地まで
のアクセスルートの選択肢が増え、予期せぬ「偶然の出
会い」の機会が生まれ、まちなかへの期待感が高まり
歩いて楽しい街となる可能性があります。

姫路城とJR姫路駅前だけでは
ない魅力的な目的地をつくる

幹線道路の内側に広がるエリアに
快適な歩行環境をつくる

目的地までの行き方を多様にし
偶然の出会いを増やす

３－３．課題と潜在力の整理
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４ー１　第 � 章の構成

４ー２　推進区域 / 重点区域 / 検証区域の考え方

４ー３　推進区域（長期）の考え方

４ー４　重点区域（中期）の考え方

４ー５　検証区域（短期）の考え方

第４章　実施方針



中心部の回遊行動が発生しにくい
施設立地

新しい店舗や事業が起こりやすい
環境がある

幹線道路の内側は、自動車の通過交通が
多く、安心して歩ける環境になっていない

幹線道路の内側に広がる街区には、歩い
て心地良い沿道空間がある

中心部の移動は圧倒的に南北方向が多く、
面的な界隈性に乏しい

沿道店舗が道路を活用しやすい制度、環
境になりつつある

課
題

潜
在
力

課
題

潜
在
力

課
題

潜
在
力

魅力的な
目的地

1コン
テンツ

心地良い歩行環境をつくる
快適な
歩行環境

２アプローチ

道中の出会いの機会をつくる
偶然の
出会い

３沿道空間

街に出かける動機をつくる

３つの区域と、３つの時間軸で段階的にウォーカブルな環境づくりを推進していく

検証区域をモデルにウォーカブルな環境づく
りの社会実験を行い、展開するための仕組み
を構築する

沿道建物のリノベーションを促進 歩車共存道路での交通規制導入 沿道建物による公共空間利活用

短期の取組み成果をもとに、重点区域へと
取組みを展開し、実践範囲を拡大する

推進区域全域に取組みを拡大し、ウォーカブ
ルな環境づくりを通して豊かな生活シーンを
実現する

取組方針

短期
検証区域（狭域）１～２年

中期
重点区域（中域）３～５年

長期
推進区域（広域）６～１０年

目的：街に選択多様性をつくり、豊かな生活シーンを生む
ウォーカブルな環境の目標：居心地が良く歩きたくなるまちなか

具体的な
実施方針

第４章

４－１．第４章の構成
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１ 2 3
推進区域重点区域検証区域

・短期の取組み成果をもとに、
　重点区域へと取組みを展開
・実施範囲を拡大

　中期的には、短期の取組み成果をも
とに、中心部の重点区域においウォー
カブルな環境づくりを進め、行きたく
なる魅力的な目的地が増えネットワー
クが広がることを目指します。

　短期的には、検証区域として複数
場所で象徴的なプロジェクトの目指
すシーンを実験し、ウォーカブルな
取組みの機運を醸成していき、展開
するための仕組みを構築します。

３

２

10ケ所に
拡がる

３ケ所＋αに
拡大

（重点区域に
　　拡がる）

３ケ所から
スタート

・推進区域全域に取組みを拡大
・ウォーカブルな環境づくりを
　通して豊かな生活シーンを実現

　長期的には、中心部にウォーカブル
なエリアが増加し、様々な目的地が生
まれ、多様な人が集まり、エリア間を
歩いて楽しめる街となることを目指し
ます。

長期 推進区域（広域）6～10年

中期 重点区域（中域）３～５年

短期 検証区域（狭域）１～２年

１

JR姫路駅

姫路城

４－２．推進区域／重点区域／検証区域の考え方

１）３つの区域と、３つの時間軸で段階的にウォーカブルな環境づくりを推進していく
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長期
推進区域（広域）６～１０年

　現在のまちなかには魅力的なお店や空間があるエリアが各所にあります。長期的にはこの日
常の生活圏域の各所で道路と沿道建物が一体的に活用され、エリアの魅力がまちなかににじみ
出し、日常の生活圏域が10箇所以上に広がることを目指します。

主に週末や夜などワーカー
や住民が活動するエリア

市民
余暇

主に週末や余暇の際に
市民が来街するエリア

主に日常生活で住民が
徒歩で移動するエリア

住民
毎日

６

４

７

５
１０

９

８

３

２

１

姫路の日常の生活圏域

１．大手前通りエリア

２．中ノ門筋エリア

３．駅西エリア

５．イーグレひめじエリア

６．コンベンションエリア

７．手柄山エリア

８．龍野町エリア

９．野里エリア

１０．京口駅エリア

４．魚町エリア

JR姫路駅

姫路城

タイプ
商業系

タイプ
文化系

タイプ
住宅系

４－３．推進区域（長期）の考え方

１）ウォーカブルな環境を推進する10の区域設定
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1.大手前通りエリア

選定
ポイント

目指す姿

　 姫 路 の メ イ ン ス ト リ ー ト で あ り 、 市 民 に
と っ て も 来 街 者 に と っ て も 魅 力 が 高 ま る こ と
が望まれる場所であるため。

　 将 来 的 に 沿 道 建 物 の 低 層 部 に 歩 い て 楽 し め
る 用 途 が 入 り 、 道 路 と 沿 道 建 物 が 一 体 的 に 活
用され、豊かなシーンが生まれる。

2.中ノ門筋エリア

選定
ポイント

目指す姿

　江戸時代、姫路城への南北のメインストリート
であり、現在に至るまで幅員が変化していない道
でかつての城下町のスケール感が残るため。

　 市 民 の 日 常 的 な 目 的 地 が 点 在 し 、 観 光 客 も
そ ぞ ろ 歩 き を 楽 し む こ と で 、 両 者 の 交 流 が 生
まれる。

3.駅西エリア

選定
ポイント

目指す姿

　 駅 近 な が ら も 家 賃 が 比 較 的 低 く 、 地 元 の 若
い 事 業 者 に よ る リ ノ ベ ー シ ョ ン ま ち づ く り が
進んでいるエリアであるため。

　 意 欲 的 な 事 業 者 に よ る 魅 力 的 な 目 的 地 が 生
ま れ 、 多 様 な 人 々 が 日 常 的 に 歩 い て 楽 し ん で
いる。

5.イーグレひめじエリア

選定
ポイント

目指す姿

　イベント利用が活発な大手前公園と、公民
連携で運営しているイーグレひめじとを連携
した活用が図れる場所であるため。

　大手前公園 - 道路 - イーグレひめじが、一
体的に利用されている。

6.コンベンションエリア

選定
ポイント

目指す姿

　姫路の新しい文化拠点施設として、観光客
とは異なるビジネスやエキシビション中心の
来街者が集うだけでなく、憩いの場として周
辺住民が集う場所であるため。
　来街者が集まる非日常のシーンと、周辺住
民や市民が中心に使う日常のシーンが複合的
に現れている。

7.手柄山エリア

選定
ポイント

目指す姿

　 水 族 館 や 庭 園 、 植 物 園 や 新 設 の ア リ ー ナ
等、目的性の高い過ごし方を提案できるエリ
アであるため。

　週末を中心に、家族連れなどのレジャー客
や様々な種類のスポーツ選手・関係者が快適
に過ごせる空間となる。

8.龍野町エリア

選定
ポイント

目指す姿

　建物の更新は一定程度進んでいるが、戦災
を免れた事で、かつての街のスケール感が残
る住宅地であるため。

　近隣住民の方々が軒先で井戸端会議を行い、
子ども達は家の目の前で安全に遊んでいる。

9.野里エリア

選定
ポイント

目指す姿

　古くからの歴史的な街道筋であり、町家が
多く残っており、住宅地としてだけでなく町
家を活用した店舗などによる商店街としての
側面を併せ持つため。
　歴史的な街並みを生かした、店舗や住宅な
どが道路を活用している。

10.京口駅エリア

選定
ポイント

目指す姿

　市内に複数ある小規模駅周辺地域のモデルと
なり得る住宅系用途中心のエリアであるため。

　住宅地にある小規模な駅で、駅前空間や道路
が住民の生活の延長として活用されている。

選定
ポイント

目指す姿

　 姫 路 の 代 表 的 な 繁 華 街 の 一 つ で あ り 、 飲 食
店の面的広がりが最もあるため。

　 飲 食 用 途 中 心 に ナ イ ト タ イ ム エ コ ノ ミ ー の
舞台となる。

4.魚町エリア

長期
推進区域（広域）６～１０年

主に週末や夜などワーカーや住民が活動するエリア 主に週末や余暇の際に市民が来街するエリア 主に日常生活で住民が徒歩で移動するエリア

タイプ
商業系

タイプ
文化系

タイプ
住宅系

４－３．推進区域（長期）の考え方

２）推進区域の目指す姿

長期的には10の推進区域で豊かな生活シーンが形成され、
区域間の回遊性を生むことで、中心部が歩いて楽しい場所となることを目指しますPOINT
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中期
重点区域（中域）３～５年

重点区域の設定基準
重点区域は次の展開可能性がある場所をもとに選定しています。

1.歩車共存道路を含むエリア
展開可能性 　歩車共存道路沿いには、古い建物などが残っており、歩いて散策を楽しめ

る場所となる可能性があります。

2.多様な生活シーンが生まれる用途混在エリア
展開可能性 　用途が混在するエリアでは、人々の多様な過ごし方や出会いの機会が生ま

れる可能性を持っています。

3.公共交通や駐車場からのアクセスが行いやすいエリア
展開可能性 　公共交通や駐車場からのアクセスが行いやすいエリアは、駐車後などに歩

いて散策を楽しめる場所となる可能性を持っています。

4.沿道建物・空間の潜在力が高いエリア
展開可能性 　道路に建物内部のにぎわいがにじみ出しやすいエリアは、まちなかを散策

して歩いて楽しい場所となる可能性があります。

5.商店街等の歩行者専用道路
展開可能性 　歩行者専用道路で１階に店舗が多い通りは活用の促進と居心地が良く歩き

たくなるような仕掛けを実施できる可能性があります。

6.公園、広場、水辺等の公共空間
展開可能性 　活用の促進と居心地が良く歩きたくなるような仕掛け、現在使われていな

い水辺空間を活用したにぎわい等が生まれる可能性があります。

JR姫路駅

姫路城

凡例

歩行者占用道路

広場・公園

水辺空間

重点区域
（まちなかウォーカブル推進区域）

都市再生整備計画区域

４－４．重点区域（中期）の考え方

１）中心部における重点区域の選定
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中期
重点区域（中域）３～５年

 中心部の骨格となっている幹線道路の整備は概ね完了し
ていますが、幹線道路の内側部分は歩車共存道路になって
います。それらのエリアを含むことで歩きたくなる環境を目
指します。

幹線分散路
(主要幹線道路)

地区内分散路
(幹線道路)

局地分散路
(補助幹線道路)

地先道路
図：道路の段階的な構成

凡例

歩車共存道路を含むエリア
展開
場所

　中心部では、商業用途や業務用途、住宅系用途など多様
な用途が混在しています。それらのエリアを含むことで多様
な過ごし方や出会いの機会が生まれることを目指します。

その他の施設

一般店舗施設

業務施設

工業専用施設

宗教施設

集合住宅

独立住宅

図：2014年　姫路中心部の建物用途現況図

多様な生活シーンが生まれる用途混在エリア展開
場所

凡例

　中心部には商店街が多くあり、それらの歩行者専用道路
で沿道に店舗が多いエリアを含むことで歩きたくなる環境
を目指します。

歩行者専用道路

商店街等の歩行者専用道路
展開
場所

　中心部は、駅勢圏（駅から半径800m）やバス停圏（バス
停から半径300m）の範囲内に含まれます。それらの範囲を
含むことで市民の週末利用圏域、来街者の行動範囲で歩き
たくなる環境を目指します。

公共交通や駐車場からのアクセスが
行いやすいエリア

展開
可能性

駅勢圏(半径���m)

バス停圏(半径���m)

���円バス圏域

図：重点区域の公共交通の圏域

公共交通や駐車場からのアクセスが
行いやすいエリア

展開
場所

凡例

図：建物外観の開口部の分類イメージ

沿道建物・空間の潜在力が高いエリア展開
場所

　 通りを歩いていて沿 道 建 物 内 部のにぎわいが感じられる
要素として、建物外観の開口部の大きさがあります。その要素
が多くあるエリアを含むことで通りににぎわいがにじみ出し、
建物と一体的に歩いて楽しい場所となることを目指します。

外堀川

公園、広場、水辺等の公共空間展開
場所

　中心部には質の高い公共空間が多くあります。それらの
公共空間の活用促進を行い、また一方でまだ活用がされて
いない水辺空間等を活用することで、にぎわい等が生まれ
ることを目指します。

４－４．重点区域（中期）の考え方

２）展開場所の特徴
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検証区域

　姫路のメインストリートである大手前通りの再整
備は令和２年３月に完成し、歩きやすくひと中心の
環境が整っていますが、沿道１階部分に歩いて楽し
めるカフェや店舗等の用途がなく、道路と建物１階
が一 体 的になっていません。中 心 部に回 遊 性を生
むためには重要なメインストリートであり、ひと中
心 の 空 間 活 用 を進 めていく上で優 先し環 境 的 に
ウォーカブルな通りとする必要があります。駅前か
ら、大手前交差点までを検証区域とします。

A.大手前通りエリア
姫路城へのメインストリート

　カフェなどの商業系用途、オフィスなどの業務系
用 途や住 宅の用 途 が混 在したエリアであり、多 様
な過ごし方や出会いの選択肢が生まれる可能性が
あります。また姫路城とJR姫路駅の中間点である
ことから回遊性や界隈性の向上が期待できます。

B. 中ノ門筋エリア
歩いて楽しめる小規模な店舗のあるエリア

　単一用途だけではなく複合的な用途で構成され
たエリアであり、魅力的 な飲食店や小売店が立地
し、今後の空き店舗再生の取組みも進んでいく可能
性があるエリアです。中 心 部の回 遊 性を東 西 方 向
へ広げ、にぎわいを波及していくためには優先的に
ウォーカブルなエリアとして機運を醸成する必要が
あります。

C.駅西エリア
新しいチャレンジングなエリア

AB

C

JR姫路駅

姫路城

４－５．検証区域（短期）の考え方

１）姫路の街の特徴を反映するエリアでの検証

短期
検証区域（狭域）１～２年
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　「歩いて楽しい、大 好きなお城 への道」～「ひと」が
集い「まち」とつながる大手前通り～をコンセプトに、
JR姫路駅から姫路城への緑・光・にぎわいの連続性を
確保し、人が通行するための歩道から、人が滞留し楽
しむための魅力あるストリートになるよう大手前通り
の再整備を行い、令和２年３月末に完成しています。
　こうした大手前通りのコンセプトを実現するととも
に、エリア価値を向上させるため、公民連携の取組み
により利活用を促進して道路空間と沿道建物が一体
となった利用シーンの創出を見据え、社会実験を実施
しています。

A.大手前通りエリア
まずは、道路空間の活用を低リスク・低コスト
で小さく始め、エリアの魅力を高めていく

短期（1～2年）での取組み方針
　検証区域では道路を活用した際の効果を測るための社会実験を行うこ
とにより技術的な検証を行うと共に、目指すシーンを再現し、広く関係者や
利用者との共有を図ります。

　潜在力のある場所を見つけ、そこの魅力を発
揮するために展開できそうな仮説を立てます。STEP１

仮説設定

STEP２
チーム構築

STEP３
社会実験

　いきなり本格的な実施検討に入る前に、まず
は仮説を立てて小さく検証するためのチームを
構築します。

　低リスク・低コストな社会実験による検証を
積み重ねながら、そのエリアにあった内容を確
認するとともに、目指すシーンの共有を広げ可
能性を広げていきます。

　中ノ門筋は江戸時代、姫路城への南北のメインスト
リートであり、現在に至るまで幅員が変化していない
歴史的に貴重な通りです。これまで姫路が築いて守っ
てきた変らぬ歴史性と、通り沿いの飲食店など新たな
アイデアでの活用がエリアとして融合し魅力を高めて
います。　
　中ノ門筋へのウォーカブルな環境の展開を見据え、
まずは本町エリアで沿道活用を検証する社会実験を
行います。

B. 中ノ門筋エリア

　駅西エリアでは、小売業や飲食業にとっては欠かせ
ない卸売店がたくさん存在しています。2018年には、
フードや遊びを兼ね備えたイベントとして、「家族で楽
しめる忘年会！」をテーマに道路上で畳とこたつを並
べて「〆市（しめいち）」を行っています。
　こうした取組みがこれまで展開されている背景もあ
ることから、沿道活用の社会実験を行います。

C.駅西エリア

複数の検証区域で社会実験を実施

その成果を踏まえプログラムを構築する

目指すシーンを可視化することで
ウォーカブルな環境を共有する

４－５．検証区域（短期）の考え方 短期
検証区域（狭域）１～２年
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昭和20年(1945年)　　　　太平洋戦争、空爆のため市街地の大部分を焼失
昭和30年(1955年)　　　　大手前通り完成
令和  2年(2020年)３月末　大手前通り再整備工事完成　　
令和  3年(2021年)４月　　高さ規制等の変更

　大手前通りは姫路の象徴である姫路城とJR姫路駅を南北につなぐシンボル
ロードです。その大規模な再整備が令和２年３月末に完成し、人が滞留し楽
しむための魅力あるストリートへ向けた基盤整備を終えました。
　また、令和３年２月12日、にぎわいのある道路空間創出のため、全国で初
めて大手前通りを歩行者利便増進道路（通称：ほこみち）に指定し、道路か
ら街を変えていく機運が高まっています。
　さらに、沿道の建築物や屋外広告物等についても、令和３年４月に高さや
色彩等の規制内容を変更し、歩行者目線での姫路城を眺める景観の保全と沿
道のにぎわい創出を図っています。

　大手前通りでは、整備された歩道空間活用と並行して沿道の建物オーナーを中心とした道路の活用・
運営組織として「大手前みらい会議（OMK）」を立ち上げ、将来ビジョンの検討を行っています。将来
的には沿道建物１階部分の用途を飲食店や物販店などのサービス用途へ変えていくことを目指し、社会
実験として活用チャレンジ「ミチミチ」を実施し、まずは大手前通りが姫路の人に活用される取組みか
ら段階的なステップを踏み、将来像の実現に向かっての取組みが2019年から始まっています。
　中心部に回遊性を生むためには重要なメインストリートであり、ひと中心の空間活用を進めていく上
で優先し環境的にウォーカブルな通りとする必要があります。

１　地域の人が日常的に憩っている大手前通り　
　（観光客も日常を体験し暮らすように旅をする）
２　若い人のチャレンジの場になる
３　魅力的な用途が入り多様な人の目的地になる
４　開かれた建物と道路が連動し人の居場所になる
５　地域の人や観光客が思い思いに過ごしている

状況・経緯 取組方針

大手前通りの目指す将来像

エリア個性の
『にじみ出し』が
彩る大手前通り

姫路城

ピオレ

JR姫路駅

←十二所前線

国道２号線→

テラッソ

大手前公園

山陽百貨店

対象エリア

短期
検証区域（狭域）

具体的な実施事項
沿道建物のリノベーションを促進
歩車共存道路での交通規制導入
沿道建物による公共空間利活用

１～２年４－５．検証区域（短期）の考え方

２）大手前通りエリア

中心部に回遊性を生むために重要なメインストリートPOINT
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一体的な利用 道行く人々を見守る人がいる。

沿道建物が道に対して開いている状況。歩道と連携して活用され、空間的なデザインも統一されている。

人が溜まって滞留行為がある沿道建物と一体的な利用。

眺め場

店舗の椅子が出てきて座っている様子。姫路城に向かう観光客が、沿道のにぎわいを眺め楽しんでいる様子。

バス待ちの滞留行為がある。

囲い場
座り場

話し場

食場
座り場

眺め場
陰り場

座り場
食場

巡り場
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昭和20年(1945年)：太平洋戦争、空爆のため市街地の大部分を焼失

江戸時代の姫路城への
　　　　　　南北のメインストリート

図：建物用途の混在状況
　（2014年度建物用途現況図）＿

姫路城

←十二所前線

国道２号線→

大手前公園

対象エリア

　中ノ門筋は江戸時代、姫路城への南北のメインストリートであり、現在に
至るまで幅員が変化していない歴史的にも貴重な通りです。近年は中ノ門筋
沿いや周辺に小規模資本による飲食店や物販店などの個性的なお店が広がっ
ています。それらの個性的なお店がある背景としては、JR姫路駅の駅前や大
手前通り沿いと比べると賃料が安く、事業者がチャレンジしやすい環境があ
ります。

　中ノ門筋は歴史的に貴重な通りであり、これまで姫路が築いて守ってきた変らぬ歴史性と、通り
沿いの飲食店など新たなアイデアでの活用がエリアとして融合し魅力を高めています。また、この
エリアは姫路城とJR姫路駅の中間地点に位置していることから、姫路城周辺駐車場を利用する観光
客と、JR姫路駅から歩いて姫路城へ向かう観光客の両方のアクセスが期待されます。
　周辺には住宅や商業系の用途が混在しており、今後ウォーカブルな環境が促進されることで近隣
住民の日常生活の一部としても沿道が活用され、歴史的な通りの背景や価値と合わさり、魅力が高
まることが期待されます。そのため中ノ門筋へのウォーカブルな環境の将来的な展開を見据え、本
町エリアで沿道活用を検証する社会実験を行い、ウォーカブルな環境づくりの検証を段階的に行っ
ていきます。

状況・経緯 取組方針

江戸時代の
姫路城への南北
メインストリート

用途混在エリア
多様な生活シーンや、
多様な出会いの機会が
生まれる可能性が

あります

凡例
その他の施設

一般店舗施設

業務施設

工業専用施設

宗教施設

集合住宅

独立住宅

短期
検証区域（狭域）

具体的な実施事項
沿道建物のリノベーションを促進
歩車共存道路での交通規制導入
沿道建物による公共空間利活用

１～２年

観光客のそぞろ歩きと住民の日常生活が交わる用途混在＆歩車共存エリアPOINT

４－５．検証区域（短期）の考え方

３）中ノ門筋エリア
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巡り場

話し場
食場　巡り場

話し場
巡り場

話し場

一体的な利用

座り場
話し場沿道建物が道に対して開いている状況。沿道と連携して活用されている。

沿道の店舗を巡ってどこに入ろうか探すことを楽しむ様子。

店舗スタッフと会話をしている様子。

店舗スタッフと会話をしている様子。店舗の椅子が出てきて座っている様子。

沿道建物が道に対して開いている状況。沿道と連携して活用されている。
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４－５．検証区域（短期）の考え方

４）駅西エリア

昭和20年(1945年)：太平洋戦争、空爆のため市街地の大部分を焼失
令和  3年(2021年)：第1回リノベーションスクール@姫路　

図：令和２年　路線価MAP

　このエリアはかつては卸売市場として200以上の店舗が建ち並び、多くの人
が行きかっていましたが、現在は空き店舗や駐車場が増加しています。2018年
に は 、 フ ー ド や 遊 び を 兼 ね 備 え た イ ベ ン ト と し て 、 「 家 族 で 楽 し め る 忘 年
会！」をテーマに道路上で畳とこたつを並べて「〆市（しめいち）」を行って
います。
　現在はリノベーションを行った新しい店舗が参入するなど、機運が高まって
います。

　昔ながらの雰囲気が残るこのエリアでは、地元の不動産や建築を再生している「はりま家守舎」
ら の 取 組 み に よ り 、 新 し い 飲 食 店 が 開 店 す る な ど 、 意 欲 的 な 事 業 者 の チ ャ レ ン ジ が 始 ま っ て い ま
す。JR姫路駅に近い場所でありながら家賃断層帯という立地条件と、卸売市場として、朝主体の業
態だった場所においてナイトタイムを主とした飲み屋などの業態が周辺で増えていることから、今
後、沿道活用として取組みを推進していくことが望ましいエリアです。また、2021年には同エリア
でリノベーションスクールが開催される予定で、これらの動きが加速することが期待されます。

状況・経緯 取組方針

姫路城

~100

101~300

301~600

601~900

901~1100

1101~1450

令和２年 
路線価（単位：千円/㎡）

路線価値
低い

JR 姫路駅

図：建物用途の混在状況
　（2014年度建物用途現況図）＿

凡例
その他の施設

一般店舗施設

業務施設

工業専用施設

宗教施設

集合住宅

独立住宅

JR姫路駅

山陽姫路駅

←十二所前線十二所神社

山陽百貨店

対象エリア

短期
検証区域（狭域）

具体的な実施事項
沿道建物のリノベーションを促進
歩車共存道路での交通規制導入
沿道建物による公共空間利活用

１～２年

用途混在エリア
多様な生活シーンや、

多様な出会いの機会が
生まれる可能性が

あります

~100
101~300

301~600
601~900

901~1100
1101~1450

令和２年 路線価（単位：千円/㎡）

意欲的な事業者が新たなチャレンジを始めている用途混在＆歩車共存エリアPOINT
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一体的な利用

巡り場

食場
座り場

灯り場

沿道建物が道に対して開いている状況。沿道と連携して活用されている。

建物からの漏れる光で心地良い明るさを保っている。

話し場
座り場

店舗スタッフと会話をしている様子。店舗の椅子が出てきて座っている様子。

沿道の店舗を巡ってどこに入ろうか探すことを楽しむ様子。
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５−１　ウォーカブルな環境づくりのための

　　　　　　　　　　　　　　　　アクション

５−２　計画推進のためのプログラム

５−３　プログラムを進める上での課題　　

５−４　実現への戦略的な道筋

第５章　実施への道筋



１）ウォーカブルな環境づくりに資する様々な取組み
　ウォーカブルな環境を促進する事業は、様々な取組みが考えられます。これらの取組みは多岐にわたり、市の部署の垣根を越え、関係する組織や街の皆さんと一緒に検討し
ながら、より効果的な取組みを実施していきたいと考えています。

：歩行者専用道路
凡例

：広場 / 公園 ：水辺空間

ウォーカブル環境促進プログラム

健康ポイント制度の創設

テレワーク拠点の検討

パーソナルモビリティの導入

Free Wi-Fiの導入

中心部全域での取組み

多様なシーンの創出

多 様 な 空 間（駅 前 広 場・公 園・
水辺等）の利活用の促進
オープンカフェやマルシェ等の
活用促進　
写真映えする区域の促進
アクリエひめじへのアプローチ
　　　　　　　　　　　　等

建物の外観デザイン、 高さや用
途等を誘導
ガイドライン等を作成し運用
車両出入口の位置を制限 等

民地でのウォーカブルな
空間形成の推進

歩行者利便増進道路制度
（通称：ほこみち制度）

全国で初めて、大手前通りをほ
こみちに指定
今 後 本 格 的に大 手 前 通りで道
路の利活用等を推進

リノベーションまちづくり
の推進

既存建物を新たな用途で再生

地元の事業者の開業支援   等

大手前公園

イーグレひめじ

姫路城

アクリエ
ひめじ

大
手

前
通

り
駅西エリア

JR姫路駅

大手前通り

キャスティ��公園

サンクンガーデン

外堀川

既存建物の再生

民主体の公共空間化

商店街

５－１．ウォーカブルな環境づくりのためのアクション
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ウォーカブル環境促進プログラム
次ページ以降で詳細を掲載

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響により、日
常生活のみならず、経済・社会のあり方、人々の行動様式・
意識など変わりつつあります。そのためテレワークを中心
とした働き方に対応するために、テレワーク拠点の導入を
検討します。
　また、中心市街地にフリーWi-Fiを導入することで観光
客や来街者の利便性を強化します。

職住近接等のニューノーマルに対応

Free Wi-Fi  の導入
中心市街地にフリーWi-Fiを導入
観光客の利便性の向上　など

テレワーク拠点の検討
職住近接等のニューノーマルに対応
テレワーク拠点を活用した地域交流の場　など

「パーソナルモビリティ」とは
　 新たな交 通 手 段として脚 光を浴 びているコンパクトで
小回りが利き、環境性能に優れ、地域の手軽な移動の足と
なる１～２人乗り程度の車両のことです。移動に伴う環境
負 荷の低 減、交 通 弱 者 への移 動 支 援 等、さまざまな効 果
が期待されています。

パーソナルモビリティの導入

具体的な取組み
パーソナルモビリティ（キックボード等）の導入
移動が気軽に、楽にできる　など

健康ポイント制度の創設

具体的な取組み
中心市街地の周遊コーススタンプラリー
歩数に伴うポイントを付与
歩数と予防できる病名を明示した看板の設置　など

「健康ポイント制度」とは
　市民の健康づくりのための運動や健康診断の受診に対して、インセン
ティブ（ポイント付与）を設ける制度のことです。
● 参加型：健康づくりの取組みやプログラムへの参加を評価
● 努力型：健康づくりのプログラム等の中での本人の努力を評価
● 成果型：健康づくりの成果としての健康指標の改善を評価　
評価によってポイント付与されます（参考：厚生労働省「個人の予防・健
康づくりに向けたインセンティブを提供する取組に係るガイドライン」）。
　また、施設までの歩数と予防できる病名を明示した看板を設置するこ
とで、市民の健康意識の向上を目指します。

「多様なシーン」とは
　道路空間以外の、駅前広場や姫路市内の
公園等のすでにある魅力的な公共空間や、
民間のオープンカフェやマルシェ等、それら
の利活用を一体的に促進することで生まれ
る様々なシーンのことです。

多様なシーンの創出

「リノベーションまちづくり」とは
　空き家、空き店舗、空きビル及び空き地等
の既 存の建 物や土 地（遊 休 不 動 産）をリノ
ベ ーション手 法により活 用し、遊 休 不 動 産
の再 生と質の高い雇 用の創 出 等を掛 け合
わ せ、新たな産 業 振 興と地 域コミュニティ
の再 生を図ることを目 的としているまちづ
くりのことです。

リノベーションまちづくりの推進

「ほこみち」とは
　国土交通省が、道路法の一部を改正する
法律（令和２年５月２７日公布、１１月２５日
施行）により、にぎわいのある道路空間創出
のための道路の指定制度として、創設した
制度です。

歩行者利便増進道路制度
（通称：ほこみち制度）

「民地でのウォーカブルな空間」とは
　道路や広場等に隣接する民地において、
建物低層部のオープン化（ガラス張り化等）
や道路側からの車両出入りを禁止する等に
より、道 路や広 場 等の公 共 空 間と連 続して
形成される歩行者目線の歩きたくなる空間
のことです。

民地でのウォーカブルな
空間形成の推進

１）ウォーカブルな環境づくりに資する様々な取組み

５－１．ウォーカブルな環境づくりのためのアクション
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　「歩いて楽しい、大好きなお城への道」～「ひと」が集い「まち」とつながる大手前通り～をコンセプ
トに、JR姫路駅から姫路城への緑・光・にぎわいの連続性を確保し、ひとが通行するための歩道から、ひ
とが滞留し楽しむための魅力あるストリートを目指した取組みを進めています。エリア価値を向上させる
ため、公民連携の取組みにより利活用を促進しています。道路空間と沿道建物が一体となった利用シーン
の創出を見据え、2019年から社会実験として活用チャレンジ「ミチミチ」を実施しています。

　将来的な大手前通りの利活用を具体的に想定し、大手前通り周辺で働
く方、来街者、そして観光客の方を姫路の魅力的な「食」や「クラフ
ト」でおもてなしをする活用チャレンジを行いました。

第１弾  2019年 第２弾  2020年

　2019年の活用チャレンジを経て、大手前通りには滞留している人が少
ないということがわかりました。そのため、2020年は市民の皆さんや大
手前通り周辺の方々に、大手前通りが憩いやくつろぎの場として利用さ
れることを目指し、休憩施設等を設けることで、段階的に人が居る状況
をつくり、大手前通りの空間としての質を高めました。

　実施内容

飲食・物販の出店やマーケット等

　設置物

ベンチ、テーブル、櫓、茶室、パーティバイク等

　実施内容

滞留行為誘発のための滞留施設やくつろぎスペースの設置

　設置物

ベンチ、テーブル、櫓等

２）取組み例１　大手前通り　活用チャレンジ「ミチミチ」

５－１．ウォーカブルな環境づくりのためのアクション
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　国土交通省が、道路法の一部を改正する法律（令和2年5月27日公布、11月25日施行）により、にぎわいのある道路空間創出のための道路の指定制度として、創設した制
度です。これまでにぎわいのある道路空間にするための位置付けがなく、整備の規定、技術的ルールが定まっていなかったところを、地域を豊かにするにぎわいのある道路
空間とすることが可能となるよう革新的な法整備がなされました。

「ほこみち」とは

　道路空間を活用する際に必
要となる道路占用許可が柔軟
に認められます。

　道路空間を活用する者(＝占
用者)を公募により選定するこ
とが可能になります。この場
合には、最長20年の占用が可
能となります(通常は5年)。

地域を豊かにするにぎわいのある道路空間を可能にする制度です

・歩道にカフェテラス席やベンチを置いてゆっくり滞在できる空間にしたい
・道路空間を街の活性化に活用したい

令和３年２月１２日
全国初、大手前通りを
「ほこみち」に指定しました

大
手
前
通
り

姫路城

JR姫路駅

国道２号線→

指定範囲

十二所前線←

メリット１ メリット２

道路への
新しいニーズへ

の対応

１

１

２

２

５－１．ウォーカブルな環境づくりのためのアクション

２）取組み例２　歩行者利便増進道路制度（通称：ほこみち制度）
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　歩くことへのインセンティブとして、健康ポイント制度を創設します。
　既存まち歩きマップ等を活用し、コースごとに歩数や予防改善できる可能性のある病気・病態をマップに示すことで、市民の健康意欲を向上させ、フレイル予防、健康増
進に繋がることを目指します。

健康ポイント ( 案 )

短めコース

基本コース

遠回りコース

歩数

約 �,��� 歩

約 �,��� 歩

約 �,��� 歩

� ポイント

� ポイント

�� ポイント

予防・改善できる病気・病態

寝たきり

うつ病、寝たきり

認知症、心疾患 など

JR 姫路駅
｜

アクリエひめじ間
( 往復 )

歩数

約 �,��� 歩

健康ポイント ( 案 )

� ポイント

予防・改善できる病気・病態

寝たきり

JR 姫路駅 姫路市文化コンベンションセンター
愛称「アクリエひめじ」

県立はりま姫路
総合医療センター ( 仮称 )

往復約 �.�km

アクリエひめじコース

姫路城周辺ランニングコース （参考）フレイル予防とは
　フレイルとは、健常な状態と要介護状態の間の段階で、心身のさまざまな機能が低下した状態
をさし、フレイルに陥ると生活能力が低下したり、死亡率が高まったりすることがあります。　
　１日5,000歩以上を目安として歩くことで、フレイルの発症リスクが下がることが研究でわかっ
ています。また、歩数に応じて、様々な病気・病態を予防改善できる可能性もあります。

出典：国立研究開発法人国立長寿医療研究センター No.40 [フレイル]活動的に過ごしてフレイル予防より

出典：東京都健康寿命医療センター中之条研究 
　　　一日あたりの「歩数」「はや歩き時間」「予防改善できる可能性のある病気・病態」より

歩数

�,��� 歩

�,��� 歩

�,��� 歩

予防・改善できる可能性のある病気・病態

寝たきり

うつ病

要支援 / 要介護、認知症、心疾患、脳卒中

�,��� 歩 がん、動脈硬化、骨粗しょう症、骨折

�,��� 歩 筋肉減少症、体力の低下 (�� 歳以上の下肢筋肉など )

�,��� 歩 高血圧症、糖尿病、脂質異常症、メタボリックシンドローム (�� 歳以上 )

�,��� 歩 高血圧 ( 正常高値血圧 )

��,��� 歩 メタボリックシンドローム (�� 歳未満 )

��,��� 歩 肥満

��% 減 ��% 減

1.2

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

未満 以上 未満 以上

A 歩行量が1日あたり5,000歩 B 中高強度の身体活動を1日あたり8分

フ
レ
イ
ル
の
発
症(

オ
ッ
ズ
比)

２）取組み例３　健康ポイント制度の創設

５ー１.ウォーカブルな環境づくりのためのアクション

図.歩行量・身体活動量とフレイル発症の関係
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　最終的に目指す姿を実現するためには、長期のイメージを皆さんと共有しつつ、短期的にできることから小さく初めて一歩一歩進め、その道筋を具体的に描くことが重要
です。そのため、理念や目標、エリアの考え方などを中心にまとめている戦略としての本計画に加え、今後実際にその環境を増やしていく戦術としてのプログラムをつくっ
ていきます。

ウォーカブル推進計画

第１章　理想のシーン第２章　背景と目的第３章　課題と潜在力第４章　実施方針第５章　実現への道筋

目指すべき方向性を共有する

実現までの道筋を仕組み化する
促進できる区域を明確にする
持続可能な運用体制をつくる
合意形成の単位を最適化する

実現するための手法を構築する

ウォーカブル環境促進プログラム

戦略
としての

戦術
としての

その他の取組み

など

多様なシーンの創出 テレワーク拠点の整備・活用 Free Wi-Fiの導入

歩行者利便増進道路制度（通称：ほこみち制度）

健康ポイント制度の創設 リノベーションまちづくりの推進

パーソナルモビリティの導入

民地でのウォーカブル
な空間形成の推進

５－２．計画推進のためのプログラム
１）ウォーカブル環境促進プログラムの位置付け
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　ウォーカブル環境促進プログラムは����年度から構築に取り組んでいきます。プログラムの主な役割は、「実現までの道筋を仕組み化する」「促進できる区域を明確に
する」「持続可能な運用体制をつくる」「合意形成の単位を最適化する」という４つです。これらの整理を行いプログラムを組み上げることで、本計画で共有される理想の
シーンが着実に実現していくことができると考えています。

本計画で掲げた内容を、誰が、どのように、実現していくのか、その進め方を具体的に示すことで理想のシーンの実現に導きます
実現までの道筋を仕組み化する

本計画で定めた重点区域の中でさらに詳細な調査を実施し、環境づくりを促進できる区域をより明確に整理し示します
促進できる区域を明確にする

環境づくりのために、行政、住民、民間事業者が果たすべき役割を明確し、無理のない持続可能な運用体制を整えます
持続可能な運用体制をつくる

取組み実施に必要な合意形成の単位も、可能な限りハードルを下げるために見直し、最適化します
合意形成の単位を最適化する

５－２．計画推進のためのプログラム
２）ウォーカブル環境促進プログラムの概要
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　道路と沿道建物を一体的に活用し、滞留空間を生み出す「沿道活用」と、主に街区単位で自動車通行の時間帯
規制や歩行者専用化を行う「交通制御」の２つのアプローチを必要に応じてバランスよく取り入れ、エリアに応
じた最適解を求めることができる仕組みを作る予定です。

交通制御 沿道活用

街区単位で車両通行の環境をコントロール
　交通制御は、主に住宅系エリアや文化系エリアでの活用を想定して
います。現状の自動車交通に影響しない範囲を前提としつつ、街区内
の通過交通を排除して安全安心な道路空間とし、住民や子ども達が過
ごせる地域の庭としての空間を作ることができるようになります。

交通制御の例
周辺道路の速度制限（ゾーン30など）
対象道路の速度制限（狭窄部、コミュニティ道路など）
対象道路の通行時間規制（スクールゾーンなど）
車線の減少、歩道の拡幅（道路空間の再配分など）

沿道活用の例
 滞留空間の設置（パークレットなど）
 食事施設の設置（オープンカフェなど）
 情報発信機能の付加（デジタルサイネージなど）
 催事の開催（ファーマーズ・マーケットなど)

沿道建物が軒先の道路を一体的に活用
　沿道活用は、主に商業系エリアでの活用を想定しています。対象と
する道路の沿道店舗が、軒先を建物と一体的に活用することで人々
が滞留し、飲食等の活動が街ににじみ出す状況を作ることができる
ようになります。

２つの
アプローチ

最適な
バランス

交通
制御

沿道
活用

５－２．計画推進のためのプログラム

３）ウォーカブルな環境をつくるアプローチ
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　ニューヨークでは、多様な視点で環境を調査し、広
場化を促進する区域を下図のように色分けして公開す
ることで、取組むべき区域を明確に示しています。

出典：NYC Plaza Program Application Guidelines 2019

■ウォーカブル環境マップのイメージ

　ウォーカブル環境促進プログラムで、促進できる区域の明確化については、本計画で行った中心部の交通体系や都市空間の環境などを活用しつつ、本計画の目的で掲げた３つ
のSTEP「魅力的な目的地」「快適な歩行環境」「偶然の出会い」の切り口に沿った中心部のマップ（ウォーカブル環境マップ）を作成します。

・地域のアイコンとなる場所
・地元で有名な人（店主・職人　等）
・特定のテーマを持った店舗
（◯◯好きが集まる店　等）
・地場産業の象徴的な施設
・歴史的な価値のある場所
・居心地の良い空間　等

・駅に近い場所
・バス停に近い場所
・駐車場の出入り口に近い場所
・小中高の学校の通学路
・ゾーン30に指定された道
・コミュニティ道路
・自転車と歩行者の共存道路　等

・主に住民が利用する飲食店
・主に観光客が利用する飲食店
・人気のある物販店
・建物の外装開口率が高い店
・屋外テラスのあるカフェ
・そぞろ歩きしやすい道路幅員
　の飲食街
・複合用途の集積エリア　等

ウォーカブル環境マップ

魅力的な
目的地

1コンテンツ

・都市計画　　・産業振興　　
・健康福祉　　・環境保全
・観光促進　　・交通計画　　
・SDGs　　　　等

・歩道の整備状況
・歩行者空間の整備状況
・自転車通行空間の整備状況
・路外駐車場、収容台数
　路上駐輪場の位置

・姫チャリステーションの位置、
　運用状況
・バス路線の経路、運行頻度
・バス停の位置
・公園、オープンスペースの位置

上位計画・各種関連計画 交通関連基礎調査

快適な
歩行環境

２アプローチ

偶然の
出会い

３沿道空間

５－２．計画推進のためのプログラム

４）促進できる区域の明確化

57



　ウォーカブルな環境づくりを進めるためには、行政、地域住民、民間事業者、それぞれが得意分野を活かし、連携して取組むことが大切です。計画を策定するだけでなく
その中身を実際に実現するために、それぞれが適切な役割分担の下に「権利と責任」を果たしていくことが重要です。
　行政は、市内全域への波及も見据えて街全体がよりよくなるためのわかりやすい仕組みを構築します。そして、それを広く展開し、実現への道筋をつけます。地域住民の
皆さんには、日常生活の舞台となっている地域を見直し、より安心安全で快適に過ごせる環境とする取組みを考え実施していただくことを期待しています。また、民間事業
者の皆さんには、店舗での事業を目の前の通りや公共空間へと波及させることで地域の魅力を顕在化し、エリアの価値を高めていく役割を期待しています。
　このような役割分担と連携を、小さなエリアで少しずつ実践していくことで、ウォーカブルな環境づくりが現実のものとなっていきます。

姫路市・関係機関

行政

わかりやすい仕組みの構築
・区域マップの作成
・プログラムの構築と運用
・希望区域の審査
・許認可手続き

自治会・住民組織

地域住民

快適な生活環境の獲得
・候補地探し
・小さなスケールでの仲間作り
・合意形成と申請手続き
・規制や活用の実施

商店街・地元事業者

民間事業者

地域の魅力の向上
・魅力ある目的地づくり
・小さなスケールでの仲間作り
・合意形成と申請手続き
・規制や活用の実施

５－２．計画推進のためのプログラム

５）持続可能な運用体制
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　ウォーカブル環境促進プログラムでは、市がつくるウォーカブル環境マップを活用し、取組みの提案があった区域の内容を「(仮称）姫路市ウォーカブル推進会議」の場
で審査することを考えています。その体制には、ウォーカブルの政策に関連する市の関係課が出席する予定です。また、姫路市の組織外からも交通管理者である警察署や、
公共交通の事業者、有識者など、必要に応じたメンバーが参加し、多様な視点での検討ができる体制を作ることを目指します。

　（仮称）姫路市 ウォーカブル推進会議
（定期的に開催し、新たな活用希望者の審査や許認可手続き支援、マップの見直しや制度の改善の検討を行う）

※メンバーはあくまで想定であり、具体案は今後検討します。

都市計画課

警察署 交通事業者 有識者

道路管理課まちづくり指導課 街路建設課 産業振興課

その他、関係者

・文化財課
・姫路城総合管理室
・交通計画室
・観光課
・こども支援課
・保健所　　　　　等

内容によって体制に参加

地域住民
自治会・住民組織

民間事業者
商店街・地元事業者

提
案

審
査 審査後に

許認可の協議が
可能となります

必要に応じてヒアリング

５－２．計画推進のためのプログラム

６）運用に向けた体制づくり
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　ウォーカブルな環境づくりの主な舞台となる道路空間は、近年、国土交通省が中心となり通行のための空間としてでなく、居心地の良いまちなかづくりのための活用の場
としても使えるよう規制緩和が進められてきました。しかし、現在の制度では一部のイベントを除き、基本的に市や国が認めた特定の団体（既に道路や地域活性化の活動実
績があり、法人格を有するかそれと同等の信用がある組織）しか、道路空間の活用を行うことは認められていません。
　そのため、ウォーカブルな環境づくりを推進していくためには、適切な審査を経た上でより広く門戸を広げ、公共的な目的を持つ取組みを実施する団体であれば、小規模
でも活用できる仕組みを独自に築くことが重要です。住民や地元の民間事業者が、「向こう三軒両隣り」のスケールで関係者と合意形成が取れれば取り組める、そんな新し
い単位の仕組みづくりを進めていきます。

■プログラムによる変化のイメージ

道路管理者・交通管理者

これまで これから

商店街
など

※△：一部のイベントでは活用可能

都市再生
推進法人
など

自治会
市民団体
など

道路管理者・交通管理者

商店街
など

都市再生
推進法人
など

自治会
市民団体
など

「向こう三軒両隣り」
地域住民・個店

など

「向こう三軒両隣り」
地域住民・個店

など

５－２．計画推進のためのプログラム

７）合意形成の単位を最適化する
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　ウォーカブルな環境づくりの取組みを通して生み出されるのは、姫路のまちなかの皆さんが豊かに暮らすシーンです。
　歩行者が安心して過ごせる空間で、沿道のお店や建物の個性がにじみ出し、家族や友人や知り合いと楽しく過ごす風景、そんなシーンがまちなかのあちこちで生まれるこ
とを目指します。
　そうしたシーンは、来街者や観光客にとっても魅力的で、姫路のまちなかの豊かさを伝えるメディアとしての価値も生まれるかもしれません。その実現に向けた進め方
も、プログラムの中でわかりやすく示せるよう検討していきます。

居場所 / 魅力的な目的地の候補を探す・つくる１

交通の観点から安全安心な状況になるかを考える２

プログラムに基づく審査を受ける６

交通制御や沿道活用に必要な許可を得る７

小さな規模で始め、改善しながら仲間を増やす８

豊かに暮らすシーンが少しずつ増えていく９

来街者や観光客にとっても魅力的な街へと育っていく10

道と一体となった利用イメージをつくる３

仲間を募り、運営する上で最適な単位で合意を得る４

地域で運営していくための計画と体制をつくる５

５－２．計画推進のためのプログラム

８）取組みの進め方と目指すシーン
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座り場
（すわりば）

椅子やベンチ等の設置により
自由に無料で座れる場

借景、人、樹木、デッキ、
テラス席、ガラス窓

主な
構成要素

キーワード

眺め場
（ながめば）

眺める対象への視界を確保する
ことにより風景を眺められる場

借景、人、樹木、デッキ、
屋上、テラス席、ガラス窓

陰り場
（かげりば）

街路樹やパラソルなどの存在に
より日陰が生まれている場

樹木、パラソル、屋根、
庇、軒先、半屋外空間

囲い場
（かこいば）

植栽などの緩やかな空間の分節
により落ち着いて滞留できる場

背もたれ、柱、壁、植栽、柵

食場
（しょくば）

テーブル等の設置により飲食し
ながらくつろぐことができる場

イス・テーブル、
飲食店、露店

主な
構成要素

キーワード

灯り場
（ともりば）

照明や建物から漏れる光で心地
良い明るさが保たれている場

沿道建物の室内照明、
屋外照明

巡り場
（めぐりば）

複数の「場」が近接していること
で回遊性が生まれる面的な場

目的地・経由地、道、
通路、連続した店

話し場
（はなしば）

店のスタッフなどの存在により
会話を楽しむことができる場

店の人、楽しむ人、
演ずる人

出典：防犯的な視点から見たプレイスメイキング概念に関する考察
　　（日本デザイン学会　デザイン学研究､2018）三友 奈 （々筑波大学）、渡 和由（筑波大学）

　人が街の中で居心地良く過ごせる空間を整理していくと、以下のような８つの場に分類することができると言われています。これらの場は、全てを新しく作るのではなく、
既にあるまちなかの空間に少し手を加えるだけで作ることができる場合もあります。その手段として、ウォーカブル環境促進プログラムの２つのアプローチと、空間デザイ
ンの考え方を用いた取組みを実施していくことが大切です。

主な
構成要素

キーワード

主な
構成要素

キーワード

主な
構成要素

キーワード

主な
構成要素

キーワード

主な
構成要素

キーワード

主な
構成要素

キーワード

５－２．計画推進のためのプログラム

９）居心地の良さにつながる空間デザインの要素
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　道路空間を活用する際には、活用内容の協議や道路使用許可、道路占用許可といった許認可を必要とします。道路の利活用は、一部のイベント等の特例を除き認められて
いませんが、近年、国の特例制度により活用が可能となっています。しかし、国の特例制度でも解決できていない様々な課題がある状況です。そのため、有効期間が限ら
れ、ハードルの高い国の特例制度のみに頼るのではなく、姫路市独自の道路利活用の仕組みを構築し、道路の利活用を進めていきます。

現行の道路活用制度（国の制度）を使用した場合の流れ

１
スタート

２ ３ ４ ５

１０ ９ ８ ７ ６

生活、事業での
活用意向

ゴール
長期間での
活用の実現

団体に加盟
もしくは設立

団体の
実績づくり

活用に関する
内部合意形成

管理者である
行政との協議

国・市による
団体の認定

成果の
検証/報告

期間限定での
活用の実施

道路に関する
許認可協議

国・市による
事業の認定

事業計画の
検討・協議

街に出かける動機をつくる 

（道路管理者：市、県）
道路法

（交通管理者：警察、公安委員会）
道路交通法

道路協力団体制度
歩行者利便増進道路制度

都市再生特別措置法、国家戦略特別区域法
中心市街地の活性化に関する法律
（通称：中心市街地活性化法）

道路占用主体の指定
活動意向から実現まで２～５年

活用する制度にもよりますが、活用を許可する条
件として、団体としての活動実績や沿道地権者を
含む一定区域の関係者の合意形成、団体自体の法
人格の取得などが求められます。

現行制度

道路占用許可の特例

活用するための管理者
協議が専門的かつ煩雑で
わかりづらい

現状の
課題

１

現行の規制緩和は
実質的に大きな道路、特定の
団体でしか活用できない

現状の
課題

２

検討開始から活用までに
非常に時間がかかる

現状の
課題

３

５－３．プログラムを進める上での課題

１）道路の利活用における課題
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　本計画で取組むウォーカブルな環境づくりは一朝一夕で実現するものではありません。しかし、段階的なステップを踏み、小さくとも着実に取組みを進めていくことで、街
に良い変化を生みながら目指すシーンの実現へと近づくことができます。本計画では、１～２年で取組む「短期」、３～５年で取組む「中期」、６～10年で取組む長期という
３つの段階に分けて取組みを推進し、目指すシーンが姫路の街の日常の生活になることを目指します。

長期
・推進区域全体で実現
・中心部全体で歩行が増加
・ウェルネスな都市環境の実現

 ６～10年を目安とする長期では、本計画で設定した推進区域の各エリアと、
その周辺で目指すシーンが多様に展開されています。プログラムも更新しな
がら運用され、姫路モデルの取組みが確実に街の中で成果として表れ、街で
は車からひとへの環境づくりが進みます。また、高齢者を中心に健康寿命の
増加も見られ始めます。

6～10年

中期
・プログラムを重点地区で展開
・検証区域以外でも実現
・面的な界隈性が生まれる

　３～５年を目安とする中期では、複数の検証区域に加えて重点区域内（商店街
や自由通路等）で取組みを展開し、ウォーカブル環境促進プログラムによる応募
受付から許認可までの運用試験も実施します。現場では、本計画が目指すシーン
が街に広がり、界隈性が生まれ始めます。　

３～５年

短期
・複数の検証区域で社会実験
・成果を踏まえプログラムを構築
・目指すシーンが可視化される

　本計画で行った基礎調査に加え、発展的調査を行いながら検証区域を中心
に対象区域の詳細情報を収集し整理します。
また、検証区域では交通制御、沿道活用を適用した際の効果を測るために社
会実験を行います。これにより技術的な検証を行うと共に、目指すシーンを
実際に可視化し、広く関係者や利用者と共有します。

１～２年

対象

段階

推進区域

ウォーカブルな環境の実現

重点区域
＋推進区域の各所で実現

対象

段階

重点区域

プログラム普及

重点区域で運用

対象

段階

検証区域

社会実験、プログラム構築

大手前通りエリア・中ノ門筋エリア・
駅西エリアで社会実験

10ケ所に
拡がる

３ケ所＋αに
拡大

（重点区域に
　　拡がる）

３ケ所から
スタート

５－４．実現への戦略的な道筋

１）３段階のスケジュール
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